
議案第８６号 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の 

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 
 

宝塚市条例第  号 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

（職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の分限の手続及び効果に関する条例（昭和２９年条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改める。 

（宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 宝塚市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

第３条第３項中「、若しくは地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条第

１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

（宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

第１９条第２項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削る。 

第１９条の２第２号中「（法第１６条第１号の規定に該当して失職した職員を除く。）」

を削る。 

第２０条第２項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定

により失職し」を削る。 

（宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 



第４条 宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

  第２３条第２項第２号及び第３９条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」

を「第３４条の２０第１項第３号」に改める。 

（宝塚市消防団条例の一部改正） 

第５条 宝塚市消防団条例（昭和４４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条中第１号を削り、第２号を第１号と

し、同条第３号中「免職」を「懲戒免職」に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号

を同条第３号とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号。以下「整備法」という。）附則第１条

第２号に定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第４条の規定は、

公布の日から施行する。 

 （宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に係る経過措置） 

２ 施行日前に整備法第４４条の規定による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職した職員（宝

塚市特別職の職員の給与に関する条例第１条に規定する職員をいう。）に係る期末手当

の支給については、第２条の規定による改正後の宝塚市特別職の職員の給与に関する条

例第３条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に係る経過措置） 

３ 施行日前に整備法第４４条の規定による改正前の地方公務員法第１６条第１号に該当

して同法第２８条第４項の規定により失職した職員（宝塚市一般職の職員の給与に関す

る条例第１条に規定する職員をいう。）に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、

第３条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第１９条第２項、

第１９条の２第２号（同条例第２０条第５項の規定において準用する場合を含む。）及

び第２０条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

 



議案第８６号 

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備 

に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第9号)新旧対照表（第1条による改正関係） 

現行 改正案 

(失職の例外) (失職の例外) 

第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当す

るに至った職員のうち、禁錮の刑に処せら

れ、その刑の執行を猶予されたものについ

ては、その罪が過失の行為によるものであ

り、かつ、特に情状を考慮する必要がある

と認めるものに限り、他の法律に特別の定

めがある場合を除いて、その職を失わない

ものとすることができる。 

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当す

るに至った職員のうち、禁錮の刑に処せら

れ、その刑の執行を猶予されたものについ

ては、その罪が過失の行為によるものであ

り、かつ、特に情状を考慮する必要がある

と認めるものに限り、他の法律に特別の定

めがある場合を除いて、その職を失わない

ものとすることができる。 

2 （略） 2 （略） 

                               



宝塚市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第21号)新旧対照表（第2条による改正関係） 

現行 改正案 

(手当) (手当) 

第3条 （略） 第3条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これ

らの日を「基準日」という。)にそれぞれ在

職する職員に対して支給する。これらの基

準日前1月以内に退職し、若しくは地方公務

員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に

該当して同法第28条第4項の規定により失

職し、又は死亡した職員についても、同様

とする。 

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これ

らの日を「基準日」という。)にそれぞれ在

職する職員に対して支給する。これらの基

準日前1月以内に退職し                 

                                      

                                      

    、又は死亡した職員についても、同様

とする。 

4・5 （略） 4・5 （略） 

                               



宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)新旧対照表（第3条による改正関係） 

現行 改正案 

(期末手当) (期末手当) 

第19条 （略） 第19条 （略） 

2 前項の基準日前1月以内に退職し、若しく

は法第16条第1号に該当して法第28条第4項

の規定により失職し、又は死亡した職員で

任命権者の定める者についても前項と同様

とする。 

2 前項の基準日前1月以内に退職し        

                                      

                  、又は死亡した職員で

任命権者の定める者についても前項と同様

とする。 

3～7 （略） 3～7 （略） 

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する

者には、前条第1項又は第2項の規定にかか

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当

(第4号に掲げる者にあっては、その支給を

一時差し止めた期末手当)は、支給しない。 

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する

者には、前条第1項又は第2項の規定にかか

わらず、当該各号の基準日に係る期末手当

(第4号に掲げる者にあっては、その支給を

一時差し止めた期末手当)は、支給しない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に法第28条第4項の規

定により失職した職員(法第16条第1号の

規定に該当して失職した職員を除く。) 

(2) 基準日から当該基準日に対応する支

給日の前日までの間に法第28条第4項の規

定により失職した職員                 

                                   

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第20条 （略） 第20条 （略） 

2 前項の基準日前1月以内に退職し、若しく

は法第16条第1号に該当して法第28条第4項

の規定により失職し、又は死亡した職員で

任命権者の定める者についても前項と同様

とする。 

2 前項の基準日前1月以内に退職し        

                                      

                  、又は死亡した職員で

任命権者の定める者についても前項と同様

とする。 

3～5 （略） 3～5 （略） 

               



宝塚市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第29号)新旧対

照表（第4条による改正関係） 

現行 改正案 

(職員) (職員) 

第23条 （略） 第23条 （略） 

2 前項の家庭的保育者は、市長が行う研修

(市長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。)を修了した保育士で

あって、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

2 前項の家庭的保育者は、市長が行う研修

(市長が指定する都道府県知事その他の機

関が行う研修を含む。)を修了した保育士で

あって、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 児童福祉法第34条の20第1項第4号に

該当しない者 

(2) 児童福祉法第34条の20第1項第3号に

該当しない者 

3 （略） 3 （略） 

(職員) (職員) 

第39条 （略） 第39条 （略） 

2 前項の保育士等は、市長が行う研修(市長

が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。)を修了した保育士又は保育

士と同等以上の知識及び経験を有すると市

長が認める保健師若しくは看護師の資格を

有する者であって、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

2 前項の保育士等は、市長が行う研修(市長

が指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。)を修了した保育士又は保育

士と同等以上の知識及び経験を有すると市

長が認める保健師若しくは看護師の資格を

有する者であって、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 児童福祉法第18条の5各号及び児童福

祉法第34条の20第1項第4号のいずれにも

該当しない者 

(2) 児童福祉法第18条の5各号及び児童福

祉法第34条の20第1項第3号のいずれにも

該当しない者 

   



宝塚市消防団条例(昭和44年条例第15号)新旧対照表（第5条による改正関係） 

現行 改正案 

(欠格条項) (欠格条項) 

第5条 次の各号の一に      該当する者は、

団員となることができない。 

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、

団員となることができない。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人  

(2) （略） (1) （略） 

(3) 第7条の規定により免職    の処分を

受け、当該処分の日から2年を経過しない

者 

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を

受け、当該処分の日から2年を経過しない

者 

(4) （略） (3) （略）  



 

 

議案第８７号 
宝塚市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市印鑑条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 
  令和元年（２０１９年）９月２日提出 
                          宝塚市長 中 川 智 子  
宝塚市条例第  号 

宝塚市印鑑条例の一部を改正する条例 
 宝塚市印鑑条例（昭和４８年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「昭和４２年法律第８１号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

 第４条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第１号及び第２号を次のように改め

る。 

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏（住民基本台帳法施行令（昭

和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の１３に規定する旧氏を

いう。以下同じ。）、通称（令第３０条の１６第１項に規定する通称をいう。以下

同じ。）若しくは併記名（非漢字圏の外国人住民（法第３０条の４５に規定する外

国人住民をいう。）の住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記をいう。

以下同じ。）又は氏名、旧氏、通称若しくは併記名の一部を組み合わせたもので表

していないもの 

 (２) 職業、肩書その他氏名、旧氏、通称又は併記名以外の事項を併せて表しているも

の  

第６条第１項中「登録番号、登録年月日、氏名、男女の別、生年月日及び住所」を「当

該登録申請者に係る次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。 

(１) 登録番号 

(２) 登録年月日 

(３) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあって

は氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあ

っては氏名及び当該通称) 

(４) 生年月日 

(５) 住所 



 

 

(６) 併記名又はその一部を組み合わせたもので表した印鑑により登録を受ける場合に

あっては、当該併記名 

第９条から第１１条までの規定及び第１４条中「一に」を「いずれかに」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



議案第８７号 

宝塚市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市印鑑条例（昭和48年条例第27号）新旧対照表 

現行 改正案 

(登録資格) (登録資格) 

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81 

号                )により宝塚市(以下

｢市｣という。)の住民基本台帳に記録されて

いる者は、1人1個に限り印鑑の登録を受け

ることができる。ただし、15歳未満の者及

び成年被後見人は、印鑑の登録を受けるこ

とができない。 

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81

号。以下｢法｣という。)により宝塚市(以下

｢市｣という。)の住民基本台帳に記録されて

いる者は、1人1個に限り印鑑の登録を受け

ることができる。ただし、15歳未満の者及

び成年被後見人は、印鑑の登録を受けるこ

とができない。 

(登録申請の不受理) (登録申請の不受理) 

第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各

号の一に   該当する場合は、印鑑登録

の申請を受理することができない。 

第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各

号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録

の申請を受理することができない。 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、

氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わ

せたもので表されていないもの 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、

氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和

42年政令第292号。以下「令」という。)

第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同

じ。)、通称(令第30条の16第1項に規定す

る通称をいう。以下同じ。)若しくは併記

名(非漢字圏の外国人住民(法第30条の45

に規定する外国人住民をいう。)の住民票

の備考欄に記録されている氏名の片仮名

表記をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏、

通称若しくは併記名の一部を組み合わせ

たもので表していないもの 

(2) 職業、肩書等他の事項を併せて表して

いるもの 

(2) 職業、肩書その他氏名、旧氏、通称又

は併記名以外の事項を併せて表している

もの 

(3)～(6) （略） (3)～(6) （略） 

(印鑑の登録及び印鑑登録証の交付) (印鑑の登録及び印鑑登録証の交付) 

第6条 市長は、前条の規定により本人の意思

に基づく申請であることを確認したとき

は、印鑑票に印影のほか登録番号、登録年

月日、氏名、男女の別、生年月日及び住所

を登録し、印鑑登録を受けた者に印鑑登録

証を交付する。 

第6条 市長は、前条の規定により本人の意思

に基づく申請であることを確認したとき

は、印鑑票に印影のほか当該登録申請者に

係る次に掲げる事項          

を登録し、印鑑登録を受けた者に印鑑登録

証を交付する。 

 (1) 登録番号 

 (2) 登録年月日 

 (3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民

票に旧氏の記録がされている場合にあっ

ては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る

住民票に通称の記録がされている場合に



あっては氏名及び当該通称) 

 (4) 生年月日 

 (5) 住所 

 (6) 併記名又はその一部を組み合わせたも

ので表した印鑑により登録を受ける場合

にあっては、当該併記名 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(登録廃止の申請) (登録廃止の申請) 

第9条 印鑑の登録を受けている者が、次の各

号の一に      該当するときは、自ら出頭

し、印鑑登録廃止申請書に登録を受けてい

る印鑑を押印して、市長に申請しなければ

ならない。ただし、当該印鑑がき損又は紛

失等の事由により押印することができない

ときは、この限りでない。 

第9条 印鑑の登録を受けている者が、次の各

号のいずれかに該当するときは、自ら出頭

し、印鑑登録廃止申請書に登録を受けてい

る印鑑を押印して、市長に申請しなければ

ならない。ただし、当該印鑑がき損又は紛

失等の事由により押印することができない

ときは、この限りでない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

2・3 （略） 2・3 （略） 

(印鑑登録の消除) (印鑑登録の消除) 

第10条 市長は、次の各号の一に      該当

する場合は、印鑑登録を消除しなければな

らない。 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、印鑑登録を消除しなければな

らない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(印鑑登録証の返還) (印鑑登録証の返還) 

第11条 印鑑登録証の交付を受けた者が次の

各号の一に      該当するときに、本人又

は関係人は、印鑑登録証を市長に返還しな

ければならない。 

第11条 印鑑登録証の交付を受けた者が次の

各号のいずれかに該当するときに、本人又

は関係人は、印鑑登録証を市長に返還しな

ければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(印鑑登録証明申請の不受理) (印鑑登録証明申請の不受理) 

第14条 市長は、次の各号の一に      該当

する場合は、印鑑登録証明申請を受理する

ことができない。 

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、印鑑登録証明申請を受理する

ことができない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

 

 



議案第８８号 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について 

 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

を次のとおり制定するものとする。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市条例第  号 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例 

（宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部改正） 

第１条 宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  本則（第１３条第１項及び第２項、第１７条、第１８条、第１９条、第２０条第５号、

第２７条第３項、第３０条、第３９条第２項及び第４項、第４０条第２項、第４１条、

第４２条、第４３条第１項及び第２項、第４６条第５号、第４７条並びに第４９条を

除く。）中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

  第２条第５号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条中第２４号を第

２９号とし、第１３号から第２３号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１２号中「第

２８条第４項の規定」を「第２８条第４項」に、「第３０条第４項の規定」を「第

３０条第４項」に改め、同号を同条第１７号とし、同条中第１１号を第１６号とし、

第１０号を第１５号とし、同条第９号中「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付

認定の有効期間」に改め、同号を同条第１４号とし、同条中第８号を第１３号とし、

第７号の次に次の５号を加える。 

  (８) 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成

２６年政令第２１３号。以下「支援法施行令」という。）第４条第１項に規定す

る満３歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。 



  (９) 特定満３歳以上保育認定子ども 支援法施行令第４条第１項第２号に規定する

特定満３歳以上保育認定子どもをいう。 

  (10) 満３歳未満保育認定子ども 支援法施行令第４条第２項に規定する満３歳未満

保育認定子どもをいう。 

  (11) 市町村民税所得割合算額 支援法施行令第４条第２項第２号に規定する市町村

民税所得割合算額をいう。 

  (12) 負担額算定基準子ども 支援法施行令第１３条第２項に規定する負担額算定基

準子どもをいう。 

  第３条中「適切な」を「適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減につ

いて適切に配慮された」に改める。 

  第４条の見出しを削る。 

  第５条第１項中「利用者負担」を「第１３条の規定により支払を受ける費用に関する

事項」に改める。 

  第６条第３項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

  第８条中「支給認定証」の次に「（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を

受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令

第４４号）第７条第２項の規定による通知）」を加え、「支給認定」を「教育・保育

給付認定」に改める。 

  第９条（見出しを含む。）中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。 

  第１３条第１項及び第２項を次のように改める。 

   特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護

者（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）から当該

特定教育・保育に係る利用者負担額（満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給

付認定保護者についての支援法第２７条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払を

受けるものとする。 

 ２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護

者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（支援法第２７条第３

項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

  第１３条第４項第３号を次のように改める。 

  (３) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 



    ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、そ

の教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世

帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定め

る金額未満であるものに対する副食の提供 

     (ア) 支援法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども ７７，１０１円 

     (イ) 支援法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。イ(イ)

において同じ。） ５７，７００円（支援法施行令第４条第２項第６号に

規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、７７，１０１円） 

    イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負

担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育学

校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年までに在籍

する子どもをいう。以下イにおいて同じ。）が同一の世帯に３人以上いる場

合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当するものに対する副食の提供

（アに該当するものを除く。） 

     (ア) 支援法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了

前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）であ

る者 

     (イ) 支援法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長者及び

２番目の年長者である者を除く。）である者 

    ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

  第１４条第１項中「第２７条第１項に規定する施設型給付費をいい、支援法第２８条

第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項及び第１９条において同じ。」

を「第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下同じ。」に改める。 

  第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「支給認定

子ども又はその保護者」を「当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 



  第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定

子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」

に改める。 

  第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同

条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者」に改める。 

  第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第１３条

の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

  第２７条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支

給認定子どもの保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者」に改める。 

  第３０条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に、「支給認定子ども等」を「教育・保

育給付認定子ども等」に改め、同条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教

育・保育給付認定子ども等」に改める。 

  第３４条第２項第２号中「に規定する特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規定

による特定教育・保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 

  第３５条第３項中「を含むものとして、本章」を「を、施設型給付費には特例施設型

給付費（支援法第２８条第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同

じ。）を、それぞれ含むものとして、前節」に、「とする。」を「と、第１３条第２

項中「支援法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「支援法第２８条第２項

第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」に改

める。 

  第３６条第３項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞ

れ含む」に、「本章」を「前節」に、「第１３条第４項第３号中「除き、同項第２号

に掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）」とあるの



は「除く。）」とする。」を「第１３条第２項中「支援法第２７条第３項第１号に掲

げる額」とあるのは「支援法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ア)中「教育・保育給付認定こども」

とあるのは「教育・保育給付認定こども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、

同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用教育を受ける者を除く。）」に改める。 

  第３７条の見出しを削り、同条第１項中「のうち､家庭的保育事業にあっては､その」

を「（事業所内保育事業を除く。）の」に、「）の数を」を「）の数は、家庭的保育

事業にあっては」に、「にあっては､その利用定員の数を」を「にあっては」に、「附

則第４条」を「附則第３条」に改める。 

  第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支払を受ける費用に関す

る事項」に改める。 

  第３９条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章に

おいて同じ。）」に、「支給認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給認定子ども」

を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３

歳未満保育認定子ども」に改める。 

  第４０条第２項中「支援法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

  第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

  第４２条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

  第４３条第１項及び第２項を次のように改める。 

   特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保

護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額（支援法第２９条第３項第２号に掲

げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 

 ２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保

護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（支援法第２９条第

３項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

  第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担その他の」を「第４３条



の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける」に改める。 

  第４７条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改める。 

  第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改め、同項

第２号中「に規定する特定地域型保育に係る必要な事項」を「の規定による特定地域

型保育」に改め、同条第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

  第５０条を次のように改める。 

  （準用） 

 第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７条から

第１９条まで及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定

地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第１１

条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（満３歳未満保育認定こどもに限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下こ

の節において同じ。）について」と、第１２条の見出し中「教育・保育」とあるのは

「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給

付費」と、同条第１項中「特定教育・保育に係る施設型給付費（支援法第２７条第１

項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費（支援法第２９条第

１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第１９条において」と、「施設型給

付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「前条第２項」とある

のは「第４３条第２項」と、第１９条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給

付費」と、第２３条中「運営規程」とあるのは「第４６条に規定する事業の運営につ

いての重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

  第５１条第２項中「同項第３号に掲げる小学校就学前子ども」を「満３歳未満保育認

定子ども」に、「にあっては」を「にあっては、」に改め、同条第３項を次のように

改める。 

 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合

には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型

保育給付費（支援法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項にお

いて同じ。）を、それぞれ含むものとして、この章（第４０条第２項を除き、前条に

おいて準用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除く。）、第１７

条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項において同



じ。）の規定を適用する。この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係

る支援法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る支援法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、

「満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節に

おいて同じ。）」とあるのは「支援法第１９条第１項第１号又は第３号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象とな

る支援法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）」と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認

定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序によ

り決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づ

く選考その他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる支援法第

１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「支援法第２９条

第３項第１号に掲げる額」とあるのは「支援法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除

く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

  第５２条第３項を次のように改める。 

 ３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合

には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型

保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の規定を適用する。この場合におい

て、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認

定保護者（特定利用地域型保育の対象となる支援法第１９条第１項第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子

どもに限る。）に係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「支

援法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「支援法第３０条第２項第３号の



内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３

歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項

第２号に規定する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１３条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」とする。 

  附則第２条第１項中「（支援法第２７条第３項第２号に規定する市町村が定める額

（特定教育・保育施設が」とあるのは「（当該特定教育・保育施設が」と、「定める

額とする。）をいう。）」とあるのは「定める額をいう。）」を「教育・保育給付認

定保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（満

３歳未満保育認定子ども（特定保育所（支援法附則第６条第１項に規定する特定保育

所をいう。次項において同じ。）から特定教育・保育（保育に限る。第１９条におい

て同じ。）を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に、「（支援法第２７

条第３項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」とあ

るのは「（支援法附則第６条第３項の規定により読み替えられた支援法第２８条第２

項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」を「当該特

定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（特定保育所における特定教育・保

育（保育に限る。）を除く。）」に改める。 

  附則第３条を削り、附則第４条を附則第３条とする。 

 （宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一

部改正） 

第２条 宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（平成２７年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改める。 

第２条中第９号を第１３号とし、第８号を第１２号とし、同号の前に次の１号を加

える。 

(11) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号）第１３条第２項に規定する負担額算定基準子どもをいう。 

  第２条中第７号を第１０号とし、第６号を第９号とし、第５号を第８号とし、同号の

前に次の２号を加える。 



(６) 特定地域型保育 支援法第２９条第１項に規定する特定地域型保育（支援法第

３０条第１項第２号に規定する特別利用地域型保育及び同項第３号に規定する特

定利用地域型保育を含む。）をいう。 

(７) 特定地域型保育事業者 支援法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業

者をいう。 

第２条第４号中「規定する特定教育・保育」の次に「（支援法第２８条第１項第２号

に規定する特別利用保育及び同項第３号に規定する特別利用教育を含む。）」を加え、

同号を同条第５号とし、同条第３号を同条第４号とし、同条第２号を同条第３号とし、

同条第１号中「子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」とい

う。）」を「支援法」に改め、同号を同条第２号とし、同条に第１号として次の１号を

加える。 

(１) 保護者 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「支援法」と

いう。）第６条第２項に規定する保護者をいう。 

  第２条に次の１号を加える。 

(14) 扶養義務者 民法（明治２９年法律第８９号）に規定する扶養義務者で、教

育・保育給付認定子どもと同居しているものをいう。 

  第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とする。 

  第９条第１項中「第４条」を「第５条」に、「第７条」を「第８条」に改め、同条を

第１０条とする。 

  第８条中「定める一時預かり事業利用料」の次に「（食事の提供に要する費用を含む。

以下同じ。）」を加え、同条を第９条とする。 

  第７条を第８条とする。 

  第６条中「次の表の左欄に掲げる支給認定子どもの認定区分に応じ、同表中欄に掲げ

る実施時間につき、同表右欄」を「次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応

じ、当該各号」に改め、同条に次の各号を加える。 

(１) 支援法第１９条第１項第２号に該当する者（満３歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者を除く。） 別表第１に定める額 

(２) 支援法第１９条第１項第２号に該当する者（満３歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある者に限る。）及び同項第３号に該当する者 別表第２に

定める額 



  第６条の表を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯

における負担額算定基準子どもの人数、当該世帯の所得の状況その他の規則で定め

る事情を勘案して、規則で定めるところにより、延長保育料を軽減することができる。 

  第６条を第７条とする。 

  第５条中「第３条第１項」を「第４条第１項」に改め、「（支援法第２９条第１項に

規定する特定地域型保育事業者をいう。）」を削り、同条を第６条とする。 

  第４条を第５条とする。 

第３条第１項中「当該政令で定める額を限度として」の次に「前条の規定により認定

された階層区分その他の事情を勘案して」を加え、同条第２項第１号中「宝塚市立幼

稚園保育料等徴収条例」を「宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例」に改め、

同条を第４条とする。 

  第２条の次に次の１条を加える。 

（階層認定） 

第３条 市長は、特定教育・保育施設から特定教育・保育を受ける教育・保育給付認

定子ども又は特定地域型保育事業者から特定地域型保育を受ける教育・保育給付認

定子どもの保護者又は扶養義務者の負担能力に応じ、当該教育・保育給付認定子ど

もの属する世帯の階層区分を認定するものとする。 

２ 前項の認定は、４月から８月までについては前年度分の市町村民税の課税状況に

基づき、９月から翌年３月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基

づき、それぞれ行うものとする。 

３ 前項に規定するもののほか、第１項の階層区分の認定の基礎となる市町村民税所

得割課税額の計算方法その他の当該認定に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附則第２条第１項中「第６条において」を「別表第２において」に改め、同条第２項

中「第５条、第９条第１項、第１０条及び第１１条」を「第６条、第１０条第１項、

第１１条及び第１２条」に、「第５条中」を「第６条中」に改める。 

  附則第３条第１項中「第６条」を「第７条、別表第１及び別表第２」に、「同条の表

右欄」を「別表第１右欄及び別表第２右欄」に改め、同条第２項中「第９条第１項及

び第１０条」を「第１０条第１項及び第１１条」に改める。 

  附則の次に別表として次の２表を加える。 



 別表第１（第７条関係） 

認定区分 実施時間 教育・保育給付認定子ども１人

当たりの延長保育料（月額） 

保育標準時間認定 午後６時１５分から午後７時

まで 

４，０００円 

午後６時１５分から午後８時

まで 

８，０００円 

保育短時間認定 保育短時間認定の時間帯を超

え保育標準時間認定の時間帯 

までの時間 

当該教育・保育給付認定子ども

が保育標準時間認定を受けたと 

した場合における利用者負担額

と保育短時間認定に係る利用者

負担額との差額に相当する額 

午後６時１５分から午後７時

まで 

４，０００円 

午後６時１５分から午後８時

まで 

８，０００円 

別表第２（第７条関係） 

認定区分 実施時間 教育・保育給付認定子ども１人 

当たりの延長保育料（月額） 

保育標準時間認定 午後６時１５分から午後７時 

まで 

利用者負担額に１００分の８を 

乗じて得た額 

午後６時１５分から午後８時

まで 

利用者負担額に１００分の１９

を乗じて得た額 

保育短時間認定 保育短時間認定の時間帯を超

え保育標準時間認定の時間帯

までの時間 

当該教育・保育給付認定子ども

が保育標準時間認定を受けたと

した場合における利用者負担額

と保育短時間認定に係る利用者

負担額との差額に相当する額 

午後６時１５分から午後７時 当該教育・保育給付認定子ども



まで が保育標準時間認定を受けたと

した場合における利用者負担額

に１００分の８を乗じて得た額 

 午後６時１５分から午後８時

まで 

当該教育・保育給付認定子ども

が保育標準時間認定を受けたと

した場合における利用者負担額

に１００分の１９を乗じて得た

額 

 （宝塚市立保育所設置条例の一部改正） 

第３条 宝塚市立保育所設置条例（昭和３０年条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条第４号及び第７条第１項第１号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改める。 

 （宝塚市立西谷認定こども園条例の一部改正） 

第４条 宝塚市立西谷認定こども園条例（平成２０年条例第４３号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２号中「第５９条第２号」を「第３０条第１項」に改め、同条中第３号を

第７号とし、第２号の次に次の４号を加える。 

 (３) 時間外保育 支援法第５９条第２号に規定する時間外保育をいう。 

(４) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第

２１３号）第１３条第２項に規定する負担額算定基準子どもをいう。 

 (５) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第

４４号。以下「支援法施行規則」という。）第４条に規定する１月当たり平均

２７５時間まで（１日当たり１１時間までに限る。）の保育の利用に係る認定を

いう。 

 (６) 保育短時間認定 支援法施行規則第４条に規定する１月当たり平均２００時

間まで（１日当たり８時間までに限る。）の保育の利用に係る認定をいう。 

 第４条第２項中「時間を延長して、前項第１号の保育」を「時間外保育」に改める。 

 第９条第４項を次のように改める。 

 ４ 前３項に規定するもののほか、第１項の階層区分の認定の基礎となる市町村民税所



得割課税額の計算方法その他の当該認定に関し必要な事項は、規則で定める。 

 第９条第５項及び第６項を削る。 

  第１０条を次のように改める。 

 （保育料） 

 第１０条 第６条の規定による入園の許可を受けた保育認定子どもの保護者は、支援法

第２７条第３項第２号の政令で定める額を限度として前条の規定により認定された階

層区分その他の事情を勘案して規則で定める額（以下「保育料」という。）を納付し

なければならない。 

  第１３条を第１４条とする。  

 第１２条（見出しを含む。）中「保育料」を「保育料及び延長保育料」に改め、同

条を第１３条とする。 

 第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

（延長保育料） 

 第１１条 第６条の規定による入園の許可を受けた保育認定子どもがこども園において

時間外保育を受けたときは、当該保育認定子どもに係る保護者は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める額（以下「延長保育料」という。）を納付しな

ければならない。 

  (１) 保育標準時間認定を受けた場合 別表第１に定める額 

  (２) 保育短時間認定を受けた場合 別表第２に定める額 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市長は、当該保育認定子どもの属する世帯における負担

額算定基準子どもの人数、当該世帯の所得の状況その他の規則で定める事情を勘案し

て、規則で定めるところにより、延長保育料を軽減することができる。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 別表第１（第１１条関係） 

各月初日における

保育認定子どもの

属する世帯の階層

区分 

実施時間 

延長保育料（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 

第１階層 午後６時から午後 ０円 ０円 



第２階層 ７時まで ６００円 ０円 

第３階層  １，３００円 ０円 

第４階層  ２，１００円 ２，０００円 

第５階層  ３，１００円 ４，０００円 

第６階層  ４，３００円 ４，０００円 

第７階層  ５，８００円 ４，０００円 

  備考 この表及び次表に掲げる年齢の区分は、年度の初日の前日における満年齢によ

る区分とする。 

 別表第２（第１１条関係） 

各月初日における

保育認定子どもの

属する世帯の階層

区分 

実施時間 

延長保育料（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 

第１階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

０円 ０円 

午後６時から午後

７時まで 

０円 ０円 

第２階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後 

６時まで 

０円 ０円 

 午後６時から午後

７時まで 

６００円 ０円 

第３階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

２００円 ０円 

午後６時から午後

７時まで 

１，３００円 ０円 

第４階層 保育短時間認定の ４００円 ０円 



時間帯を超え午後

６時まで 

午後６時から午後

７時まで 

２，１００円 ２，０００円 

第５階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

５００円 ０円 

午後６時から午後

７時まで 

３，１００円 ４，０００円 

第６階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

８００円 ０円 

午後６時から午後

７時まで 

４，３００円 ４，０００円 

第７階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

１，０００円 ０円 

午後６時から午後

７時まで 

５，８００円 ４，０００円 

 （宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正） 

第５条 宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例（平成２３年条例第３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 題名を次のように改める。 

    宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例 

  第１条中「保育料及び預かり保育料（以下「保育料等」という。）の徴収」を「利用

に関し利用者が負担する費用等（以下「利用者負担等」という。）」に改める。 

  第２条第２号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、同条に

次の１号を加える。 

  (４) 預かり保育 支援法第７条第１０項第５号に規定する事業をいう。 

  第３条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改



め、同条第４項を次のように改める。 

 ４ 前３項に規定するもののほか、第１項の階層区分の認定の基礎となる市町村民税所

得割課税額の計算方法その他の当該認定に関し必要な事項は、規則で定める。 

  第３条第５項及び第６項を削る。 

  第４条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（利用者負担等）」を付し、同条

及び第５条を次のように改める。 

 第４条 支援法第２７条第３項第２号の市が定める額は、零とする。 

 第５条 教育・保育給付認定子どもが幼稚園において預かり保育を受けたときは、当該

教育・保育給付認定子どもの保護者は、別表第１及び別表第２に定める額（以下「預

かり保育料」という。）を納付しなければならない。 

 ２ 前項に規定する預かり保育料は、毎月１０日までに当該月の前月分を徴収する。 

  第６条及び第７条を削る。 

第８条中「保育料等の徴収について」を「利用者負担等に関し」に改め、同条を第

６条とする。 

 別表第１を削る。 

 別表第２中「（第４条関係）」を「（第５条関係）」に改め、同表備考中「である

日をいう。」を「である日をいい、｢長期休業日｣とは、春季休業日、夏季休業日及び

冬季休業日をいう。」に改め、同表を別表第１とする。 

 別表第３中「（第４条関係）」を「（第５条関係）」に改め、同表備考中「別表第

２」を「別表第１」に改め、同表を別表第２とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 （宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例の一部改正） 

２ 宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例（昭和３９年条例第３０号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条の見出し中「保育料」を「利用者負担等」に改め、同条中「保育料」を「幼稚

園の利用に関し利用者が負担する費用等」に、「宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例」

を「宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例」に改める。 

 （宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一



部改正に係る経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利

用者負担等に関する条例（以下「新利用者負担条例」という。）の規定は、この条例

の施行の日以後に受けた時間外保育に係る延長保育料（特例延長保育料を含む。以下

同じ。）について適用し、同日前に受けた時間外保育に係る延長保育料については、

なお従前の例による。 

４ 令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までの期間における新利用者負担条例第

７条第１項第１号に掲げる者に係る延長保育料については、新利用者負担条例別表第

１の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属す

る世帯の階層区分 

延長保育料（月額） 

階層区分 定義 保育短時間

認定の時間

帯を超え保

育標準時間

認定の時間

帯までの時

間（保育短

時間認定を

受けた場合

に限る。） 

午 後 ６ 時 

１５分から

午後７時ま

で 

午 後 ６ 時 

１５分から

午後８時ま

で 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第 

１４４号）による被保護世帯（単

給世帯を含む。）及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）によ

る支援給付を受けている者が属す

0円 0円 0円 

 



る世帯又は教育・保育給付認定保

護者が児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第６条の４に規定

する里親である世帯 

Ｂ０ 市町村民税非課税世帯（特例世帯

に該当する世帯に限る。） 

0円 0円 0円 

Ｂ１ 市町村民税非課税世帯（特例世帯

に該当する世帯を除く。） 

100円 

 

300円 

 

900円 

Ｄ１ 納入義務者の市

町村民税所得割

課税額の合計額

が次の区分に該

当する世帯 

48,600円未満 

（特例世帯に該

当する世帯に限

る。） 

0円 

 

400円 

 

1,100円 

48,600円未満 

（特例世帯に該

当する世帯を除

く。） 

300円 

 

1,000円 

 

2,300円 

Ｄ２ 48,600円以上 

72,800円未満 

（特例世帯に該

当する世帯に限

る。） 

0円 

 

400円 

 

1,100円 

48,600円以上 

72,800円未満 

（特例世帯に該

当する世帯を除

く。） 

400円 1,500円 3,600円 



Ｄ３ 72,800円以上 

77,101円未満 

（特例世帯に該

当する世帯に限

る。） 

0円 

 

400円 

 

1,100円 

 72,800円以上 

77,101円未満 

（特例世帯に該

当する世帯を除

く。） 

400円 

 

1,800円 

 

4,300円 

77,101円以上 

97,000円未満 

Ｄ４ 97,000円以上 

133,000円未満 

600円 

 

2,300円 

 

5,600円 

Ｄ５ 133,000円以上 

169,000円未満 

600円 

 

2,600円 

 

6,300円 

Ｄ６ 169,000円以上 

213,000円未満 

700円 

 

2,800円 

 

6,700円 

Ｄ７  213,000円以上 

257,000円未満 

Ｄ８ 257,000円以上 

301,000円未満 

Ｄ９ 301,000円以上 

349,000円未満 

700円 3,000円 7,100円 

Ｄ１０ 349,000円以上 

397,000円未満 

Ｄ１１ 397,000円以上 700円 3,200円 7,600円 

 備考 

１ この表において教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分の認定に当た

っては、新利用者負担条例第３条の規定を準用する。 



  ２ この表において「特例世帯」とは、支援法施行令第４条第２項第６号に規定する

要保護者等に該当する者がいる世帯をいう。 

  ３ 保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が７７，１０１円未満

の世帯（特例世帯に該当する世帯に限る。）において、特定被監護者等（支援法施

行令第１４条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２人以上いる場合

の延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当該特定被

監護者等のうち年齢の高い順から２人目以降に当たる場合にあっては、無料とする。 

  ４ 保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額の合計額が５７，７００円未満

の世帯（特例世帯に該当する世帯を除く。）において、特定被監護者等が２人以上

いる場合の延長保育料は、延長保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもが当

該特定被監護者等のうち年齢の高い順から２人目に当たる場合にあってはこの表に

定める額の２分の１に相当する額（当該額に１００円未満の端数が生じるときは、

これを切り捨てた金額）とし、当該教育・保育給付認定子どもが当該特定被監護者

等のうち年齢の高い順から３人目以降に当たる場合にあっては無料とする。 

  ５ 備考３及び備考４に定める場合のほか、同一世帯に負担額算定基準子どもに該当

する児童が２人以上いる場合の延長保育料は、延長保育料算定に係る教育・保育給

付認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から２人目に当たる

場合にあってはこの表に定める額の２分の１に相当する額（当該額に１００円未満

の端数が生じるときは、これを切り捨てた金額）とし、当該教育・保育給付認定子

どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から３人目以降に当たる場合

にあっては無料とする。 

（宝塚市立西谷認定こども園条例の一部改正に係る経過措置） 

５ 第４条の規定による改正後の宝塚市立西谷認定こども園条例（以下「新こども園条例」

という。）の規定は、この条例の施行の日以後に受けた時間外保育に係る延長保育料

について適用し、同日前に受けた時間外保育に係る延長保育料については、なお従前

の例による。 

６ 令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までの期間における新こども園条例第１

１条第１項第１号に掲げる者に係る延長保育料については、新こども園条例別表第１

の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 



各月初日における

保育認定子どもの

属する世帯の階層

区分 

実施時間 

延長保育料（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 

第１階層 

午後６時から午後

７時まで 

０円 ０円 

第２階層 ６００円 ３００円 

第３階層 １，３００円 １，１００円 

第４階層 ２，１００円 １，９００円 

第５階層 ３，１００円 ３，０００円 

第６階層 ４，３００円 ３，０００円 

第７階層 ５，８００円 ３，０００円 

 備考 

  １ この表及び次項の表において教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

の認定に当たっては、新こども園条例第９条の規定を準用する。 

  ２ この表及び次項の表に掲げる年齢の区分は、年度の初日の前日における満年齢に

よる区分とする。 

  ３ 同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する児童が２人以上いる場合の延長保育

料は、延長保育料算定に係る保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年

齢の高い順から２人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の２分の１に相当

する額（当該額に１００円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額）と

し、当該保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から３人

目以降に当たる場合にあってはこの表に定める額の１０分の１に相当する額とする。 

７ 令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までの期間における新こども園条例第１

１条第１項第２号に掲げる者に係る延長保育料については、新こども園条例別表第２

の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。 

各月初日における

保育認定子どもの

属する世帯の階層

区分 

実施時間 

延長保育料（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 



第１階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後 

６時まで 

０円 ０円 

 午後６時から午後

７時まで 

０円 ０円 

第２階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

０円 ０円 

午後６時から午後

７時まで 

６００円 ３００円 

第３階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

２００円 ２００円 

午後６時から午後

７時まで 

１，３００円 １，１００円 

第４階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

４００円 ４００円 

午後６時から午後

７時まで 

２，１００円 １，９００円 

第５階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

５００円 ６００円 

午後６時から午後

７時まで 

３，１００円 ３，０００円 

第６階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

８００円 ６００円 

午後６時から午後 ４，３００円 ３，０００円 



７時まで 

第７階層 保育短時間認定の

時間帯を超え午後

６時まで 

１，０００円 ６００円 

 午後６時から午後

７時まで 

５，８００円 ３，０００円 

 備考 同一世帯に負担額算定基準子どもに該当する児童が２人以上いる場合の延長保育

料は、延長保育料算定に係る保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年

齢の高い順から２人目に当たる場合にあってはこの表に定める額の２分の１に相当

する額（当該額に１００円未満の端数が生じるときは、これを切り上げた金額）と

し、当該保育認定子どもが当該負担額算定基準子どものうち年齢の高い順から３人

目以降に当たる場合にあってはこの表に定める額の１０分の１に相当する額とする。 

 （宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正に係る経過措置） 

８ 第５条の規定による改正後の宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する条例の規定は、

この条例の施行日以後の保育（預かり保育を含む。以下同じ。）の実施に係る利用者

負担等について適用し、施行日前の保育の実施に係る保育料及び預かり保育料につい

ては、なお従前の例による。 

 



議案第８８号 

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年

条例第30号)新旧対照表（第1条による改正関係） 

現行 改正案 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 支給認定      支援法第20条第

4項に規定する支給認定     をい

う。 

(5) 教育・保育給付認定 支援法第20条第

4項に規定する教育・保育給付認定をい

う。 

(6) 支給認定保護者      支援法第

20条第4項に規定する支給認定保護者 

   をいう。 

(6) 教育・保育給付認定保護者 支援法第

20条第4項に規定する教育・保育給付認定

保護者をいう。 

(7) 支給認定子ども      支援法第

20条第4項に規定する支給認定子ども 

   をいう。 

(7) 教育・保育給付認定子ども 支援法第

20条第4項に規定する教育・保育給付認定

子どもをいう。 

 (8) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども

 子ども・子育て支援法施行令(平成26年

政令第213号。以下「支援法施行令」とい

う。)第4条第1項に規定する満3歳以上教

育・保育給付認定子どもをいう。 

 (9) 特定満3歳以上保育認定子ども 支援

法施行令第4条第1項第2号に規定する特

定満3歳以上保育認定子どもをいう。 

 (10) 満3歳未満保育認定子ども 支援法

施行令第4条第2項に規定する満3歳未満

保育認定子どもをいう。 

 (11) 市町村民税所得割合算額 支援法施

行令第4条第2項第2号に規定する市町村

民税所得割合算額をいう。 

 (12) 負担額算定基準子ども 支援法施行

令第13条第2項に規定する負担額算定基

準子どもをいう。 

(8) （略） (13) （略） 

(9) 支給認定の有効期間      支

援法第21条に規定する支給認定の有効期

間     をいう。 

(14) 教育・保育給付認定の有効期間 支

援法第21条に規定する教育・保育給付認

定の有効期間をいう。 

(10)・(11) （略） (15)・(16) （略） 

(12) 法定代理受領 支援法第27条第5項 (17) 法定代理受領 支援法第27条第5項



(支援法第28条第4項の規定において準用

する場合を含む。)又は支援法第29条第5

項(支援法第30条第4項の規定において準

用する場合を含む。)の規定により市町村

(特別区を含む。以下同じ。)が支払う特

定教育・保育又は特定地域型保育に要し

た費用の額の一部を、支給認定保護者 

    に代わり特定教育・保育施設又

は特定地域型保育事業者が受領すること

をいう。 

(支援法第28条第4項   において準用

する場合を含む。)又は支援法第29条第5

項(支援法第30条第4項   において準

用する場合を含む。)の規定により市町村

(特別区を含む。以下同じ。)が支払う特

定教育・保育又は特定地域型保育に要し

た費用の額の一部を、教育・保育給付認

定保護者に代わり特定教育・保育施設又

は特定地域型保育事業者が受領すること

をいう。 

(13)～(24） （略） (18)～(29） （略） 

(一般原則) (一般原則) 

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業者（以下「特定教育・保育施設等」

という。）は、良質かつ適切な     

                   

        内容及び水準の特定教

育・保育又は特定地域型保育の提供を行う

ことにより、全ての子どもが健やかに成長

するために適切な環境が等しく確保される

ことを目指すものでなければならない。 

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業者（以下「特定教育・保育施設等」

という。）は、良質かつ適切であり、かつ、

子どもの保護者の経済的負担の軽減につい

て適切に配慮された内容及び水準の特定教

育・保育又は特定地域型保育の提供を行う

ことにより、全ての子どもが健やかに成長

するために適切な環境が等しく確保される

ことを目指すものでなければならない。 

 (利用定員）   

第4条 （略） 第4条 （略） 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供の開始に際しては、あらかじめ、

利用の申込みを行った支給認定保護者  

   (以下「利用申込者」という。)に対

し、第20条に規定する施設の運営について

の重要事項に関する規程の概要、職員の勤

務体制、利用者負担          

       その他の利用申込者の教

育・保育の選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について利用申込者の同意

を得なければならない。 

第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供の開始に際しては、あらかじめ、

利用の申込みを行った教育・保育給付認定

保護者(以下「利用申込者」という。)に対

し、第20条に規定する施設の運営について

の重要事項に関する規程の概要、職員の勤

務体制、第13条の規定により支払を受ける

費用に関する事項その他の利用申込者の教

育・保育の選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について利用申込者の同意

を得なければならない。 

2～6 （略） 2～6 （略） 

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第6条 特定教育・保育施設は、支給認定保護

者     から利用の申込みを受けたと

きは、正当な理由がなければ、これを拒ん

ではならない。 

第6条 特定教育・保育施設は、教育・保育給

付認定保護者から利用の申込みを受けたと

きは、正当な理由がなければ、これを拒ん

ではならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園及び幼

稚園に限る。以下この項において同じ。)は、

2 特定教育・保育施設(認定こども園及び幼

稚園に限る。以下この項において同じ。)は、



利用の申込みに係る支援法第19条第1項第1

号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子ども    の数の総数が、

当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、申込

みを受けた順序により決定する方法、当該

特定教育・保育施設の設置者の教育・保育

に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により選考しなければなら

ない。 

利用の申込みに係る支援法第19条第1項第1

号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもの数の総数が、

当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の

総数を超える場合においては、抽選、申込

みを受けた順序により決定する方法、当該

特定教育・保育施設の設置者の教育・保育

に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法により選考しなければなら

ない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園及び保

育所に限る。以下この項において同じ。)は、

利用の申込みに係る支援法第19条第1項第2

号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同項第2号又は第3号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

も     の数の総数が、当該特定教

育・保育施設の同項第2号又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、支給認

定     に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる支給認定子ども

     が優先的に利用できるよう、選

考するものとする。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園及び保

育所に限る。以下この項において同じ。)は、

利用の申込みに係る支援法第19条第1項第2

号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

の数及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同項第2号又は第3号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの数の総数が、当該特定教

育・保育施設の同項第2号又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の総数を超える場合においては、教育・

保育給付認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる教育・保育給付

認定子どもが優先的に利用できるよう、選

考するものとする。 

4 前2項に規定する場合においては、特定教

育・保育施設は、選考の方法をあらかじめ

支給認定保護者    に明示した上で、

当該選考を行わなければならない。 

4 前2項に規定する場合においては、特定教

育・保育施設は、選考の方法をあらかじめ

教育・保育給付認定保護者に明示した上で、

当該選考を行わなければならない。 

5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る

支給認定子ども     に対し自ら適切

な教育・保育を提供することが困難である

場合は、適切な特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業を紹介する等の適切な措

置を速やかに講じなければならない。 

5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る

教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切

な教育・保育を提供することが困難である

場合は、適切な特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業を紹介する等の適切な措

置を速やかに講じなければならない。 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第7条 （略） 第7条 （略） 

2 特定教育・保育施設(認定こども園及び保

育所に限る。以下この項において同じ。)は、

支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定

2 特定教育・保育施設(認定こども園及び保

育所に限る。以下この項において同じ。)は、

支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保



子ども     に係る当該特定教育・保

育施設の利用について児童福祉法第24条第

3項の規定により市町村が行う調整及び要

請に対し、できる限り協力しなければなら

ない。 

育給付認定子どもに係る当該特定教育・保

育施設の利用について児童福祉法第24条第

3項の規定により市町村が行う調整及び要

請に対し、できる限り協力しなければなら

ない。 

(受給資格等の確認) (受給資格等の確認) 

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供を求められた場合は、支給認定保

護者     の提示する支給認定証  

                   

                   

                   

                  に

よって、支給認定    の有無、支給認

定子ども     の該当する支援法第19

条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分、支給認定     の有効期間、

保育必要量等を確かめるものとする。 

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保

育の提供を求められた場合は、教育・保育

給付認定保護者の提示する支給認定証(教

育・保育給付認定保護者が支給認定証の交

付を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府

令第44号)第7条第2項の規定による通知)に

よって、教育・保育給付認定の有無、教育・

保育給付認定子どもの該当する支援法第19

条第1項各号に掲げる小学校就学前子ども

の区分、教育・保育給付認定の有効期間、

保育必要量等を確かめるものとする。 

(支給認定     の申請に係る援助) (教育・保育給付認定の申請に係る援助) 

第9条 特定教育・保育施設は、支給認定  

   を受けていない保護者から利用の申

込みがあった場合は、当該保護者の意思を

踏まえて速やかに支給認定     の申

請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

第9条 特定教育・保育施設は、教育・保育給

付認定を受けていない保護者から利用の申

込みがあった場合は、当該保護者の意思を

踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申

請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

2 特定教育・保育施設は、支給認定    

 の変更の認定の申請が遅くとも支給認定

保護者     が受けている支給認定 

    の有効期間の満了日の30日前まで

に行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。ただし、緊急その他やむを得な

い理由がある場合には、この限りではない。 

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定の変更の認定の申請が遅くとも教育・保

育給付認定保護者が受けている教育・保育

給付認定の有効期間の満了日の30日前まで

に行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。ただし、緊急その他やむを得な

い理由がある場合には、この限りではない。 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供に当たっては、支給認定子ども

     の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の特定教育・保育施設等の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

第10条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供に当たっては、教育・保育給付

認定子どもの心身の状況、その置かれてい

る環境、他の特定教育・保育施設等の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

(小学校等との連携) (小学校等との連携) 

第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供の終了に際しては、支給認定子

ども     について、小学校における

教育又は他の特定教育・保育施設等におい

て継続的に提供される教育・保育との円滑

第11条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育の提供の終了に際しては、教育・保育

給付認定子どもについて、小学校における

教育又は他の特定教育・保育施設等におい

て継続的に提供される教育・保育との円滑



な接続に資するよう、当該支給認定子ども

     に係る情報の提供その他小学

校、特定教育・保育施設等、地域子ども・

子育て支援事業者その他の機関との密接な

連携に努めなければならない。 

な接続に資するよう、当該教育・保育給付

認定子どもに係る情報の提供その他小学

校、特定教育・保育施設等、地域子ども・

子育て支援事業者その他の機関との密接な

連携に努めなければならない。 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育(特別利用保育及び特別利用教育を含

む。以下この条、次条及び第19条において

同じ。)を提供した際は、支給認定保護者か

ら当該特定教育・保育に係る利用者負担額

(支援法第27条第3項第2号に規定する市町

村が定める額(特定教育・保育施設が特別利

用保育を提供する場合にあっては支援法第

28条第2項第2号に規定する市町村が定める

額とし、特別利用教育を提供する場合にあ

っては同項第3号に規定する市町村が定め

る額とする。)をいう。)の支払を受けるも

のとする。 

第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育を提供した際は、教育・保育給付認定

保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。)から当該

特定教育・保育に係る利用者負担額(満3歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者についての支援法第27条第3項

第2号に掲げる額をいう。）の支払を受ける

ものとする。 

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受

けないときは、支給認定保護者から、当該

特定教育・保育に係る特定教育・保育費用

基準額(支援法第27条第3項第1号に規定す

る内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額(その額が現に当該特定教育・保

育に要した費用を超えるときは、当該現に

特定教育・保育に要した費用の額)をいい、

当該特定教育・保育施設が特別利用保育を

提供する場合にあっては支援法第28条第2

項第2号に規定する内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額(その額が現

に当該特別利用保育に要した費用を超える

ときは、当該現に特別利用保育に要した費

用の額)を、特別利用教育を提供する場合に

あっては同項第3号に規定する内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額

(その額が現に当該特別利用教育に要した

費用を超えるときは、当該現に特別利用教

育に要した費用の額)をいう。次項において

同じ。)の支払を受けるものとする。 

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受

けないときは、教育・保育給付認定保護者

から、当該特定教育・保育に係る特定教育・

保育費用基準額(支援法第27条第3項第1号

に掲げる額をいう。次項において同じ。)の

支払を受けるものとする。 

3 特定教育・保育施設は、前2項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育の提供に当

たって、当該特定教育・保育の質の向上を

図る上で特に必要であると認められる対価

について、当該特定教育・保育に要する費

3 特定教育・保育施設は、前2項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育の提供に当

たって、当該特定教育・保育の質の向上を

図る上で特に必要であると認められる対価

について、当該特定教育・保育に要する費



用として見込まれるものの額と特定教育・

保育費用基準額との差額に相当する金額の

範囲内で設定する額の支払を支給認定保護

者     から受けることができる。 

用として見込まれるものの額と特定教育・

保育費用基準額との差額に相当する金額の

範囲内で設定する額の支払を教育・保育給

付認定保護者から受けることができる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育において提

供される便宜に要する費用のうち、次に掲

げる費用の額の支払を支給認定保護者  

   から受けることができる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育において提

供される便宜に要する費用のうち、次に掲

げる費用の額の支払を教育・保育給付認定

保護者から受けることができる。 

(1)～(2) （略） 

(3) 食事の提供に要する費用(支援法第19

条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ど

もに対する食事の提供に要する費用を除

き、同項第2号に掲げる小学校就学前子ど

もについては主食の提供に係る費用に限

る。) 

(1)～(2) （略） 

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)

に要する費用 

 

 

 

 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以

上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当

該教育・保育給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ(ア)又は(イ)に定

める金額未満であるものに対する副食

の提供 

(ア) 支援法第19条第1項第1号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 77,101円 

(イ) 支援法第19条第1項第2号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども(特定満3歳以

上保育認定子どもを除く。イ(イ)にお

いて同じ。) 57,700円(支援法施行令

第4条第2項第6号に規定する特定教

育・保育給付認定保護者にあっては、

77,101円) 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以

上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第3

学年修了前子ども(小学校、義務教育学

校の前期課程又は特別支援学校の小学

部の第1学年から第3学年までに在籍す

る子どもをいう。以下イにおいて同

じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合

にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に

該当するものに対する副食の提供(ア



に該当するものを除く。) 

(ア) 支援法第19条第1項第1号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定

基準子ども又は小学校第3学年修了前

子ども(そのうち最年長者及び2番目

の年長者である者を除く。)である者 

(イ) 支援法第19条第1項第2号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担額算定

基準子ども(そのうち最年長者及び2

番目の年長者である者を除く。)であ

る者 

ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する

食事の提供 

(4) （略） (4) （略） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教

育・保育において提供される便宜に要す

る費用のうち、特定教育・保育施設の利

用において通常必要とされるものに係る

費用であって、支給認定保護者    

 に負担させることが適当と認められる

もの 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定教

育・保育において提供される便宜に要す

る費用のうち、特定教育・保育施設の利

用において通常必要とされるものに係る

費用であって、教育・保育給付認定保護

者に負担させることが適当と認められる

もの 

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った支給認定保

護者     に対し交付しなければなら

ない。 

5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額

の支払を受けた場合は、当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った教育・保育

給付認定保護者に対し交付しなければなら

ない。 

6 特定教育・保育施設は、第3項及び第4項の

規定による金銭の支払を求める際は、あら

かじめ、当該金銭の使途及び額並びに支給

認定保護者      に金銭の支払を求

める理由について書面によって明らかにす

るとともに、支給認定保護者     に

対して説明を行い、同意を得なければなら

ない。この場合において、第3項の規定によ

る金銭の支払に係る同意については、文書

によることとする。 

6 特定教育・保育施設は、第3項及び第4項の

規定による金銭の支払を求める際は、あら

かじめ、当該金銭の使途及び額並びに教

育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求

める理由について書面によって明らかにす

るとともに、教育・保育給付認定保護者に

対して説明を行い、同意を得なければなら

ない。この場合において、第3項の規定によ

る金銭の支払に係る同意については、文書

によることとする。 

(施設型給付費等の額に係る通知等) (施設型給付費等の額に係る通知等) 

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受

領により特定教育・保育に係る施設型給付

費(支援法第27条第1項に規定する施設型給

付費をいい、支援法第28条第1項に規定する

特例施設型給付費を含む。以下この項及び

第19条において同じ。)の支給を受けた場合

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受

領により特定教育・保育に係る施設型給付

費(支援法第27条第1項の施設型給付費をい

う。以下同じ。            

                   

         )の支給を受けた場合



は、支給認定保護者     に対し、当

該支給認定保護者     に係る施設型

給付費の額を通知しなければならない。 

は、教育・保育給付認定保護者に対し、当

該教育・保育給付認定保護者に係る施設型

給付費の額を通知しなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、前条第2項の法定

代理受領を行わない特定教育・保育に係る

費用の額の支払を受けた場合は、その提供

した特定教育・保育の内容、費用の額その

他必要と認められる事項を記載した特定教

育・保育を提供したことを証する書類を支

給認定保護者     に対して交付しな

ければならない。 

2 特定教育・保育施設は、前条第2項の法定

代理受領を行わない特定教育・保育に係る

費用の額の支払を受けた場合は、その提供

した特定教育・保育の内容、費用の額その

他必要と認められる事項を記載した特定教

育・保育を提供したことを証する書類を教

育・保育給付認定保護者に対して交付しな

ければならない。 

(特定教育・保育に関する評価等) (特定教育・保育に関する評価等) 

第16条 （略） 第16条 （略） 

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定

教育・保育施設を利用する支給認定保護者

     その他の特定教育・保育施設の

関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除

く。)による評価又は外部の者による評価を

受けて、それらの結果を公表し、常にその

改善を図るよう努めなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定

教育・保育施設を利用する教育・保育給付

認定保護者その他の特定教育・保育施設の

関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除

く。)による評価又は外部の者による評価を

受けて、それらの結果を公表し、常にその

改善を図るよう努めなければならない。 

(相談及び援助) (相談及び援助) 

第17条 特定教育・保育施設は、常に支給認

定子どもの     心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努め、支

給認定子ども又はその保護者      

                   

       に対し、その相談に適切に

応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。 

第17条 特定教育・保育施設は、常に教育・

保育給付認定子どもの心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努め、当

該教育・保育給付認定子ども又は当該教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者に対し、その相談に適切に

応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。 

(緊急時等の対応) (緊急時等の対応) 

第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に

特定教育・保育の提供を行っているときに

支給認定子どもに     体調の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに

当該支給認定子どもの保護者      

           又は医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

第18条 特定教育・保育施設の職員は、現に

特定教育・保育の提供を行っているときに

教育・保育給付認定子どもに体調の急変が

生じた場合その他必要な場合は、速やかに

当該教育・保育給付認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者又は医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

(支給認定保護者    に関する市町村

への通知) 

(教育・保育給付認定保護者に関する市町村

への通知) 

第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育を受けている支給認定保護者    

                が偽り

その他不正な行為によって施設型給付費の

第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・

保育を受けている教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者が偽り

その他不正な行為によって施設型給付費の



支給を受け、又は受けようとしたときは、

遅滞なく、意見を付してその旨を当該施設

型給付費の支給に係る市町村に通知しなけ

ればならない。 

支給を受け、又は受けようとしたときは、

遅滞なく、意見を付してその旨を当該施設

型給付費の支給に係る市町村に通知しなけ

ればならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規

程(第23条において「運営規程」という。)

を定めておかなければならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる

施設の運営についての重要事項に関する規

程(第23条において「運営規程」という。)

を定めておかなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者

負担その他の      費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

(5) 第13条の規定により教育・保育給付認

定保護者から支払を受ける費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

(6)～(11) (略) (6)～(11) (略) 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第21条 特定教育・保育施設は、支給認定子

ども     に対し、適切な特定教育・

保育を提供することができるよう、職員の

勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

第21条 特定教育・保育施設は、教育・保育

給付認定子どもに対し、適切な特定教育・

保育を提供することができるよう、職員の

勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保

育施設の職員によって特定教育・保育を提

供しなければならない。ただし、支給認定

子ども     に対する特定教育・保育

の提供に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。 

2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保

育施設の職員によって特定教育・保育を提

供しなければならない。ただし、教育・保

育給付認定子どもに対する特定教育・保育

の提供に直接影響を及ぼさない業務につい

ては、この限りでない。 

3 （略） 3 （略） 

(支給認定子ども    を平等に取り扱

う原則) 

(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱

う原則) 

第24条 特定教育・保育施設においては、支

給認定子ども     の国籍、信条、社

会的身分又は特定教育・保育の提供に要す

る費用を負担するか否かによって、差別的

取扱いをしてはならない。 

第24条 特定教育・保育施設においては、教

育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社

会的身分又は特定教育・保育の提供に要す

る費用を負担するか否かによって、差別的

取扱いをしてはならない。 

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、支給

認定子ども    に対し、児童福祉法第

33条の10各号に掲げる行為その他当該支給

認定子ども      の心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第

33条の10各号に掲げる行為その他当該教

育・保育給付認定子どもの心身に有害な影

響を与える行為をしてはならない。 

(懲戒に係る権限の濫用禁止) (懲戒に係る権限の濫用禁止) 

第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定

こども園及び保育所に限る。以下この条に

おいて同じ。)の長たる特定教育・保育施設

第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定

こども園及び保育所に限る。以下この条に

おいて同じ。)の長たる特定教育・保育施設



の管理者は、支給認定子ども     に

対し児童福祉法第47条第3項の規定により

懲戒に関しその支給認定子ども     

の福祉のために必要な措置を採るときは、

身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権

限を濫用してはならない。 

の管理者は、教育・保育給付認定子どもに

対し児童福祉法第47条第3項の規定により

懲戒に関しその教育・保育給付認定子ども

の福祉のために必要な措置を採るときは、

身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権

限を濫用してはならない。 

(秘密保持等) (秘密保持等) 

第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理

者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た支給認定子ども     又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理

者は、正当な理由がなく、その業務上知り

得た教育・保育給付認定子ども又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た支

給認定子ども     又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、職員であった者が、

正当な理由がなく、その業務上知り得た教

育・保育給付認定子ども又はその家族の秘

密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育て支

援事業者その他の機関に対して、支給認定

子どもに     関する情報を提供する

際には、あらかじめ文書により当該支給認

定子どもの保護者           

     の同意を得ておかなければなら

ない。 

3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定

教育・保育施設等、地域子ども・子育て支

援事業者その他の機関に対して、教育・保

育給付認定子どもに関する情報を提供する

際には、あらかじめ文書により当該教育・

保育給付認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者の同意を得ておかなければなら

ない。 

(情報の提供等) (情報の提供等) 

第28条 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設を利用しようとする小学校就

学前子どもに係る支給認定保護者    

 が、その希望を踏まえて適切に特定教

育・保育施設を選択することができるよう

に、当該特定教育・保育施設が提供する特

定教育・保育の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

第28条 特定教育・保育施設は、当該特定教

育・保育施設を利用しようとする小学校就

学前子どもに係る教育・保育給付認定保護

者が、その希望を踏まえて適切に特定教

育・保育施設を選択することができるよう

に、当該特定教育・保育施設が提供する特

定教育・保育の内容に関する情報の提供を

行うよう努めなければならない。 

2 （略） 2 （略） 

(苦情解決) (苦情解決) 

第30条 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関する支給認定子ども

     又は支給認定保護者     

その他の当該支給認定子ども     の

家族(以下この条において「支給認定子ども

等     」という。)からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 

第30条 特定教育・保育施設は、その提供し

た特定教育・保育に関する教育・保育給付

認定子ども又は教育・保育給付認定保護者

その他の当該教育・保育給付認定子どもの

家族(以下この条において「教育・保育給付

認定子ども等」という。)からの苦情に迅速

かつ適切に対応するために、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 



2 （略） 2 （略） 

3 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関する支給認定子ども等  

   からの苦情に関して市町村が実施す

る事業に協力するよう努めなければならな

い。 

3 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関する教育・保育給付認定子

ども等からの苦情に関して市町村が実施す

る事業に協力するよう努めなければならな

い。 

4 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関し、支援法第14条第1項の規

定により市町村が行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該市町村の職員からの質問若しくは

特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書

類その他の物件の検査に応じ、及び支給認

定子ども等     からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市

町村から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

4 特定教育・保育施設は、その提供した特定

教育・保育に関し、支援法第14条第1項の規

定により市町村が行う報告若しくは帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令

又は当該市町村の職員からの質問若しくは

特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書

類その他の物件の検査に応じ、及び教育・

保育給付認定子ども等からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市

町村から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。 

5 （略） 5 （略） 

(事故発生の防止及び発生時の対応) (事故発生の防止及び発生時の対応) 

第32条 （略） 第32条 （略） 

2 特定教育・保育施設は、支給認定子ども 

    に対する特定教育・保育の提供に

より事故が発生した場合は、速やかに市町

村、当該支給認定子ども     の家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定子どもに対する特定教育・保育の提供に

より事故が発生した場合は、速やかに市町

村、当該教育・保育給付認定子どもの家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講

じなければならない。 

3 （略） 3 （略） 

4 特定教育・保育施設は、支給認定子ども 

    に対する特定教育・保育の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

4 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定子どもに対する特定教育・保育の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第34条 （略） 第34条 （略） 

2 特定教育・保育施設は、支給認定子ども 

    に対する特定教育・保育の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から5年間保存しなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定子どもに対する特定教育・保育の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から5年間保存しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第12条に規定する特定教育・保育に係

る必要な事項の提供の記録 

(2) 第12条の規定による特定教育・保育 

      の提供の記録 

(3) 第19条に規定する 市町村への通知

に係る記録 

(3) 第19条の規定による市町村への通知

に係る記録 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 



(特別利用保育の基準) (特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。

以下この条において同じ。)が支援法第19条

第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子ども     に対し

特別利用保育を提供する場合には、支援法

第34条第1項第3号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。

以下この条において同じ。)が支援法第19条

第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し

特別利用保育を提供する場合には、支援法

第34条第1項第3号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特

別利用保育に係る支援法第19条第1項第1号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子ども     の数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同項第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども     の数の総数が、

第4条第2項第3号の規定により定められた

支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特

別利用保育に係る支援法第19条第1項第1号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同項第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの数の総数が、

第4条第2項第3号の規定により定められた

支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定

教育・保育には特別利用保育を含むものと

して、本章              

                   

                   

     (第6条第3項及び第7条第2項を除

く。)の規定を適用する。この場合において、

第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こ

ども園及び幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。)」とあるのは「特定教育・保育

施設(特別利用保育を提供している施設に

限る。以下この項において同じ。)」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども     」とあるのは「同

号又は同項第2号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子ども    」

とする。               

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定

教育・保育には特別利用保育を、施設型給

付費には特例施設型給付費(支援法第28条

第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3

項において同じ。)を、それぞれ含むものと

して、前節(第6条第3項及び第7条第2項を除

く。)の規定を適用する。この場合において、

第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こ

ども園及び幼稚園に限る。以下この項にお

いて同じ。)」とあるのは「特定教育・保育

施設(特別利用保育を提供している施設に

限る。以下この項において同じ。)」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同

号又は同項第2号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

と、第13条第2項中「支援法第27条第3項第1

号に掲げる額」とあるのは「支援法第28条

第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第4項第3

号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用保育を受ける者を除く。）」と、同

号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」



                   

                    

とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特

別利用保育を受ける者を含む。)」とする。 

(特別利用教育の基準) (特別利用教育の基準) 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。

以下この条において同じ。)が支援法第19条

第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する支給認定子ども    に対し、

特別利用教育を提供する場合には、支援法

第34条第1項第2号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。

以下この条において同じ。)が支援法第19条

第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに対し、

特別利用教育を提供する場合には、支援法

第34条第1項第2号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特

別利用教育に係る支援法第19条第1項第2号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子ども     の数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同項第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども     の数の総数が、

第4条第2項第2号の規定により定められた

支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特

別利用教育に係る支援法第19条第1項第2号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同項第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの数の総数が、

第4条第2項第2号の規定により定められた

支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員の数を超えない

ものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定

教育・保育には特別利用教育を含む   

                   

 ものとして、本章(第6条第3項及び第7条

第2項を除く。)の規定を適用する。この場

合において、第6条第2項中「利用の申込み

に係る支援法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る支援法第19条第1項第2号に

掲げる小学校就学前子どもの数」と、「現

に利用している同号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども   

 」とあるのは「現に利用している同項第1

号又は第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子ども    」と、

「当該特定教育・保育施設の同号に掲げる

小学校就学前子ども」とあるのは「当該特

定教育・保育施設の同項第1号に掲げる小学

校就学前子ども」と、第13条第4項第3号中

「除き、同項第2号に掲げる小学校就学前子

どもについては主食の提供に係る費用に限

る。)」とあるのは「除く。)」とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定

教育・保育には特別利用教育を、施設型給

付費には特例施設型給付費を、それぞれ含

むものとして、前節(第6条第3項及び第7条

第2項を除く。)の規定を適用する。この場

合において、第6条第2項中「利用の申込み

に係る支援法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る支援法第19条第1項第2号に

掲げる小学校就学前子どもの数」と、「現

に利用している同号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「現に利用している同項第1

号又は第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども」と、

「当該特定教育・保育施設の同号に掲げる

小学校就学前子ども」とあるのは「当該特

定教育・保育施設の同項第1号に掲げる小学

校就学前子ども」と、第13条第2項中「支援

法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるの

は「支援法第28条第2項第3号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」



                   

                   

                   

                   

                   

                   

           

と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育

給付認定こども」とあるのは「教育・保育

給付認定こども(特別利用教育を受ける者

を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育

給付認定こども」とあるのは「教育・保育

給付認定こども(特別利用教育を受ける者

を除く。)」とする。 

(利用定員)  

第37条 特定地域型保育事業のうち､家庭的

保育事業にあっては､その利用定員(支援法

第29条第1項の確認において定めるものに

限る｡以下この章において同じ｡)の数を 

           1人以上5人以下､

小規模保育事業Ａ型(宝塚市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例(平成26年条例第29号｡以下｢設備等基

準条例｣という｡)第27条に規定する小規模

保育事業Ａ型をいう｡)及び小規模保育事業

Ｂ型(同条に規定する小規模保育事業Ｂ型

をいう｡)にあっては､その利用定員の数を6

人以上19人以下､小規模保育事業Ｃ型(同条

に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう｡附

則第4条において同じ｡)にあっては､その利

用定員の数を6人以上10人以下､居宅訪問型

保育事業にあっては､その利用定員の数を1

人とする｡ 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育

事業を除く。)の    利用定員(支援法

第29条第1項の確認において定めるものに

限る｡以下この章において同じ｡)の数は、家

庭的保育事業にあっては1人以上5人以下､

小規模保育事業Ａ型(宝塚市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例(平成26年条例第29号｡以下｢設備等基

準条例｣という｡)第27条に規定する小規模

保育事業Ａ型をいう｡)及び小規模保育事業

Ｂ型(同条に規定する小規模保育事業Ｂ型

をいう｡)にあっては         6

人以上19人以下､小規模保育事業Ｃ型(同条

に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう｡附

則第3条において同じ｡)にあっては   

      6人以上10人以下､居宅訪問型

保育事業にあっては         1

人とする｡ 

2 （略） 2 （略） 

(内容及び手続の説明並びに同意) (内容及び手続の説明並びに同意) 

第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供の開始に際しては、あらかじ

め、利用申込者に対し、第46条に規定する

事業の運営についての重要事項に関する規

程の概要、第42条に規定する連携施設の種

類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体

制、利用者負担            

      その他の利用申込者の保育の

選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

第38条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供の開始に際しては、あらかじ

め、利用申込者に対し、第46条に規定する

事業の運営についての重要事項に関する規

程の概要、第42条に規定する連携施設の種

類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体

制、第43条の規定により支払を受ける費用

に関する事項その他の利用申込者の保育の

選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の

開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

2 （略） 2 （略） 

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 特定地域型保育事業者は、支給認定

保護者     から利用の申込みを受け

たときは、正当な理由がなければ、これを

第39条 特定地域型保育事業者は、教育・保

育給付認定保護者から利用の申込みを受け

たときは、正当な理由がなければ、これを



拒んではならない。 拒んではならない。 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに

係る支援法第19条第1項第3号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び特定地域型保育事

業所を現に利用している同号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する支給認定子ども

               の数の総

数が、当該特定地域型保育事業所の同号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数を超える場合においては、支

給認定     に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる支給認定子

ども     が優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに

係る支援法第19条第1項第3号に掲げる小学

校就学前子どもの数及び特定地域型保育事

業所を現に利用している満3歳未満保育認

定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを

除く。以下この章において同じ。)の数の総

数が、当該特定地域型保育事業所の同号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数を超える場合においては、教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満3歳未満

保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

3 前項に規定する場合においては、特定地域

型保育事業者は、同項に規定する選考の方

法をあらかじめ支給認定保護者     

に明示した上で、当該選考を行わなければ

ならない。 

3 前項に規定する場合においては、特定地域

型保育事業者は、同項に規定する選考の方

法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者

に明示した上で、当該選考を行わなければ

ならない。 

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提

供体制の確保が困難である場合その他利用

申込者に係る支給認定子ども     に

対し自ら適切な教育・保育を提供すること

が困難である場合は、第42条に規定する連

携施設その他の適切な特定教育・保育施設

又は特定地域型保育事業を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならな

い。 

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提

供体制の確保が困難である場合その他利用

申込者に係る満3歳未満保育認定子どもに

対し自ら適切な教育・保育を提供すること

が困難である場合は、第42条に規定する連

携施設その他の適切な特定教育・保育施設

又は特定地域型保育事業を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じなければならな

い。 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第40条 （略） 

2 特定地域型保育事業者は、支援法第19条第

1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもに係る特定地域型保

育事業の利用について児童福祉法第24条第

3項の規定により市町村が行う調整及び要

請に対し、できる限り協力しなければなら

ない。 

第40条 （略） 

2 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育

認定子ども              

          に係る特定地域型保

育事業の利用について児童福祉法第24条第

3項の規定により市町村が行う調整及び要

請に対し、できる限り協力しなければなら

ない。 

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、支給認定子ど

も    の心身の状況、その置かれてい

る環境、他の特定教育・保育施設等の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、満3歳未満保育

認定子どもの心身の状況、その置かれてい

る環境、他の特定教育・保育施設等の利用

状況等の把握に努めなければならない。 

(連携施設の確保) (連携施設の確保) 



第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項にお

いて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる事項

に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚

園又は保育所(以下「連携施設」という。)

を適切に確保しなければならない。 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項にお

いて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる事項

に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚

園又は保育所(以下「連携施設」という。)

を適切に確保しなければならない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている

支給認定子ども     に集団保育を

体験させるための機会の設定、特定地域

型保育の適切な提供に必要な特定地域型

保育事業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援を行うこと。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている

満3歳未満保育認定子どもに集団保育を

体験させるための機会の設定、特定地域

型保育の適切な提供に必要な特定地域型

保育事業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援を行うこと。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特

定地域型保育の提供を受けていた支給認

定子ども     (事業所内保育事業

を利用する支給認定子ども     に

あっては、第37条第2項に規定するその他

の小学校就学前子どもに限る。以下この

号において同じ。)を、当該特定地域型保

育の提供の終了に際して、当該支給認定

子ども     に係る支給認定保護者

    の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育・保育

を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特

定地域型保育の提供を受けていた満3歳

未満保育認定子ども(事業所内保育事業

を利用する満3歳未満保育認定子どもに

あっては、第37条第2項に規定するその他

の小学校就学前子どもに限る。以下この

号において同じ。)を、当該特定地域型保

育の提供の終了に際して、当該満3歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育・保育

を提供すること。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

4 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供の終了に際しては、支給認定子ども

    について、連携施設又は他の特定

教育・保育施設等において継続的に提供さ

れる教育・保育との円滑な接続に資するよ

う、支給認定子ども    に係る情報の

提供その他連携施設、特定教育・保育施設

等、地域子ども・子育て支援事業者等との

密接な連携に努めなければならない。 

4 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供の終了に際しては、満3歳未満保育認

定子どもについて、連携施設又は他の特定

教育・保育施設等において継続的に提供さ

れる教育・保育との円滑な接続に資するよ

う、満3歳未満保育認定子どもに係る情報の

提供その他連携施設、特定教育・保育施設

等、地域子ども・子育て支援事業者等との

密接な連携に努めなければならない。 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育(特別利用地域型保育及び特定利用

地域型保育を含む。以下この条において同

じ。)を提供した際は、支給認定保護者から

当該特定地域型保育に係る利用者負担額

(支援法第29条第3項第2号に規定する市町

村が定める額(当該特定地域型保育事業者

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育を提供した際は、教育・保育給付認

定保護者から当該特定地域型保育に係る利

用者負担額(支援法第29条第3項第2号に掲

げる額をいう。)の支払を受けるものとす

る。 



が特別利用地域型保育を提供する場合にあ

っては支援法第30条第2項第2号に規定する

市町村が定める額とし、特定利用地域型保

育を提供する場合にあっては同項第3号に

規定する市町村が定める額とする。)をい

う。)の支払を受けるものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を

受けないときは、支給認定保護者から、当

該特定地域型保育に係る特定地域型保育費

用基準額(支援法第29条第3項第1号に規定

する内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額(その額が現に当該特定地域

型保育に要した費用の額を超えるときは、

当該現に特定地域型保育に要した費用の

額)をいい、当該特定地域型保育事業者が特

別利用地域型保育を提供する場合にあって

は支援法第30条第2項第2号に規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用

の額(その額が現に当該特別利用地域型保

育に要した費用の額を超えるときは、当該

現に特別利用地域型保育に要した費用の

額)を、特定利用地域型保育を提供する場合

にあっては同項第3号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額

(その額が現に当該特定利用地域型保育に

要した費用の額を超えるときは、当該現に

特定利用地域型保育に要した費用の額)を

いう。次項において同じ。)の支払を受ける

ものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を

受けないときは、教育・保育給付認定保護

者から、当該特定地域型保育に係る特定地

域型保育費用基準額(支援法第29条第3項第

1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)

の支払を受けるものとする。 

3 特定地域型保育事業者は、前2項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育の提供に

当たって、当該特定地域型保育の質の向上

を図る上で特に必要であると認められる対

価について、当該特定地域型保育に要する

費用として見込まれるものの額と特定地域

型保育費用基準額との差額に相当する金額

の範囲内で設定する額の支払を支給認定保

護者     から受けることができる。 

3 特定地域型保育事業者は、前2項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育の提供に

当たって、当該特定地域型保育の質の向上

を図る上で特に必要であると認められる対

価について、当該特定地域型保育に要する

費用として見込まれるものの額と特定地域

型保育費用基準額との差額に相当する金額

の範囲内で設定する額の支払を教育・保育

給付認定保護者から受けることができる。 

4 特定地域型保育事業者は、前3項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育において

提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を支給認定保護者 

    から受けることができる。 

4 特定地域型保育事業者は、前3項の支払を

受ける額のほか、特定地域型保育において

提供される便宜に要する費用のうち、次に

掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認

定保護者から受けることができる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域 (4) 前3号に掲げるもののほか、特定地域



型保育において提供される便宜に要する

費用のうち、特定地域型保育事業の利用

において通常必要とされるものに係る費

用であって、支給認定保護者     

に負担させることが適当と認められるも

の 

型保育において提供される便宜に要する

費用のうち、特定地域型保育事業の利用

において通常必要とされるものに係る費

用であって、教育・保育給付認定保護者

に負担させることが適当と認められるも

の 

5 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の

額の支払を受けた場合は、当該費用に係る

領収証を当該費用の額を支払った支給認定

保護者     に対し交付しなければな

らない。 

5 特定地域型保育事業者は、前各項の費用の

額の支払を受けた場合は、当該費用に係る

領収証を当該費用の額を支払った教育・保

育給付認定保護者に対し交付しなければな

らない。 

6 特定地域型保育事業者は、第3項及び第4項

の規定による金銭の支払を求める際は、あ

らかじめ、当該金銭の使途及び額並びに支

給認定保護者     に金銭の支払を求

める理由について書面によって明らかにす

るとともに、支給認定保護者     に

対して説明を行い、同意を得なければなら

ない。この場合において、第3項の規定によ

る金銭の支払に係る同意については、文書

によることとする。 

6 特定地域型保育事業者は、第3項及び第4項

の規定による金銭の支払を求める際は、あ

らかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教

育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求

める理由について書面によって明らかにす

るとともに、教育・保育給付認定保護者に

対して説明を行い、同意を得なければなら

ない。この場合において、第3項の規定によ

る金銭の支払に係る同意については、文書

によることとする。 

(運営規程) (運営規程) 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 支給認定保護者から受領する利用者

負担その他の      費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

(5) 第43条の規定により教育・保育給付認

定保護者から支払を受ける費用の種類、

支払を求める理由及びその額 

(6)～(11) （略） (6)～(11) （略） 

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第47条 特定地域型保育事業者は、支給認定

子ども    に対し、適切な特定地域型

保育を提供することができるよう、特定地

域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を

定めておかなければならない。 

第47条 特定地域型保育事業者は、満3歳未満

保育認定子どもに対し、適切な特定地域型

保育を提供することができるよう、特定地

域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を

定めておかなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所

の職員によって特定地域型保育を提供しな

ければならない。ただし、支給認定子ども

    に対する特定地域型保育の提供に

直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所

の職員によって特定地域型保育を提供しな

ければならない。ただし、満3歳未満保育認

定子どもに対する特定地域型保育の提供に

直接影響を及ぼさない業務については、こ

の限りでない。 

3 （略） 3 （略） 



(記録の整備) (記録の整備) 

第49条 （略） 第49条 （略） 

2 特定地域型保育事業者は、支給認定子ども

     に対する特定地域型保育の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完

結の日から5年間保存しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育

認定子どもに対する特定地域型保育の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完

結の日から5年間保存しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次条において準用する第12条に規定

する特定地域型保育に係る必要な事項の

提供の記録 

(2) 次条において準用する第12条の規定

による特定地域型保育             の

提供の記録 

(3) 次条において準用する第19条に規定

する 市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第19条の規定

による市町村への通知に係る記録 

(4)～(5)（略） (4)～(5)（略） 

（準用） （準用） 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第

13条を除く。)、第17条から第19条まで及び

第23条から第33条までの規定は、特定地域

型保育事業について準用する。この場合に

おいて、第14条第1項中「特定教育・保育に

係る施設型給付費(支援法第27条第1項

に規定する施設型給付費をいい、支援法第

28条第1項に規定する特例施設型給付費を

含む。以下この項及び第19条において同

じ。)」とあるのは「特定地域型保育(特別

利用地域型保育及び特定利用地域型保育を

含む。次項及び第50条において準用する第 

19条において同じ。)に係る地域型保育給付

費(支援法第29条第1項に規定する地域型保

育給付費をいい、支援法第30条第1項に規定

する特例地域型保育給付費を含む。以下こ

の項及び第50条において準用する第19条に

おいて同じ。)」と、「施設型給付費の」と

あるのは「地域型保育給付費の」と、同条

第2項中「前条第2項」とあるのは「第43条

第2項」と、「特定教育・保育」とあるのは

「特定地域型保育」と、第19条中「特定教

育・保育」とあるのは「特定地域型保育」

と、「施設型給付費」とあるのは「地域型

保育給付費」と、第23条中「運営規程」と

あるのは「第46条に規定する事業の運営に

ついての重要事項に関する規程」と読み替

えるものとする。 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第

13条を除く。)、第17条から第19条まで及び

第23条から第33条までの規定は、特定地域

型保育事業者、特定地域型保育事業所及び

特定地域型保育について準用する。この場

合において、第11条中「教育・保育給付認

定子どもについて」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども(満3歳未満保育認定こど

もに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを

除く。以下この節において同じ。)について」

と、第12条の見出し中「教育・保育」とあ

るのは「地域型保育」と、第14条の見出し

中「施設型給付費」とあるのは「地域型保

育給付費」と、同条第1項中「特定教育・保

育に係る施設型給付費(支援法第27条第1項

の施設型給付費をいう。以下」とあるのは

「地域型保育給付費(支援法第29条第1項の

地域型保育給付費をいう。以下この項及び

第19条において」と、「施設型給付費の」

とあるのは「地域型保育給付費の」と、同

条第2項中「前条第2項」とあるのは「第43

条第2項」と、第19条中「施設型給付費」と

あるのは「地域型保育給付費」と、第23条

中「運営規程」とあるのは「第46条に規定

する事業の運営についての重要事項に関す

る規程」と読み替えるものとする。 

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者が支援法第19 第51条 特定地域型保育事業者が支援法第19



条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子ども     に対

し特別利用地域型保育を提供する場合に

は、支援法第46条第1項に規定する地域型保

育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに対

し特別利用地域型保育を提供する場合に

は、支援法第46条第1項に規定する地域型保

育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特別利用地域型保育に係る支援法

第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子ども     

の数及び特定地域型保育事業所を現に利用

している同項第3号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども    

  (次条第1項の規定により特定利用地域

型保育を提供する場合にあっては 当該特

定利用地域型保育の対象となる支援法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子ども     を含

む。)の数の総数が、第37条第2項の規定に

より定められた利用定員の数を超えないも

のとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特別利用地域型保育に係る支援法

第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び特定地域型保育事業所を現に利用

している満3歳未満保育認定子ども   

   に該当する教育・保育給付認定子ど

も (次条第1項の規定により特定利用地域

型保育を提供する場合にあっては、当該特

定利用地域型保育の対象となる支援法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもを含

む。)の数の総数が、第37条第2項の規定に

より定められた利用定員の数を超えないも

のとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保

育を含むものとして、本章(第39条第2項及

び第40条第2項を除く。)の規定を適用する。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保

育を、地域型保育給付費には特例地域型保

育給付費(支援法第30条第1項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第3項において同

じ。)を、それぞれ含むものとして、この章

(第40条第2項を除き、前条において準用す

る第8条から第14条まで(第10条及び第13条

を除く。)、第17条から第19条まで及び第23

条から第33条までを含む。次条第3項におい

て同じ。)の規定を適用する。この場合にお

いて、第39条第2項中「利用の申込みに係る

支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就

学前子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る支援法第19条第1項第1号に掲げる

小学校就学前子どもの数」と、「満3歳未満

保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子

どもを除く。以下この節において同じ。)」

とあるのは「支援法第19条第1項第1号又は

第 3 号 に 掲 げ る 小 学 校 就 学 前 子 ど も

に該当する教育・保育給付認定子ども(第

52条第1項の規定により特定利用地域型保



育を提供する場合にあっては、当該特定利

用地域型保育の対象となる支援法第19条第

1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」

と、「教育・保育給付認定に基づき、保育

の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満

3歳未満保育認定子どもが優先的に利用で

きるよう、」とあるのは「抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該特定

地域型保育事業者の保育に関する理念、基

本方針等に基づく選考その他公正な方法に

より」と、第43条第1項中「教育・保育給付

認定保護者」とあるのは「教育・保育給付

認定保護者(特別利用地域型保育の対象と

なる支援法第19条第1項第1号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者を除く。)」と、同条第2項中「支援法第

29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「支

援法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額」と、同

条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、

同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」

と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費

用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又

はイに掲げるものを除く。)に要する費用」

と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前

3項」とする。 

(特定利用地域型保育の基準) (特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者が支援法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する支給認定子ども     に対

し特定利用地域型保育を提供する場合に

は、支援法第46条第1項に規定する地域型保

育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

第52条 特定地域型保育事業者が支援法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに対

し特定利用地域型保育を提供する場合に

は、支援法第46条第1項に規定する地域型保

育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特定利用地域型保育に係る支援法

第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する支給認定子ども     

の数及び特定地域型保育事業所を現に利用

している同項第3号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支給認定子ども    

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特定利用地域型保育に係る支援法

第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の数及び特定地域型保育事業所を現に利用

している同項第3号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど



 (前条第1項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合にあっては当該特別利

用地域型保育の対象となる支援法第19条第

1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子ども     を含む。)

の数の総数が、第37条第2項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとす

る。 

も(前条第1項の規定により特別利用地域型

保育を提供する場合にあっては当該特別利

用地域型保育の対象となる支援法第19条第

1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもを含む。)

の数の総数が、第37条第2項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとす

る。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特定利用地域型保

育を含むものとして、本章の規定を適用す

る。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特定利用地域型保

育を、地域型保育給付費には特例地域型保

育給付費を、それぞれ含むものとして、こ

の章の規定を適用する。この場合において、

第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

定利用地域型保育の対象となる支援法第19

条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども(特定

満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る

教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、

同条第2項中「支援法第29条第3項第1号に掲

げる額」とあるのは「支援法第30条第2項第

3号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる

費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供(特定利用地域型保育の対象となる特

定満3歳以上保育認定子どもに対するもの

及び満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1

項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ど

もをいう。)に係る第13条第4項第3号ア又は

イに掲げるものを除く。)に要する費用」と

する。 

附 則 附 則 

(特定保育所に関する特例) (特定保育所に関する特例) 

第2条 特定保育所(支援法附則第6条第1項に

規定する特定保育所をいう。以下この条に

おいて同じ。)が特定教育・保育を提供する

場合にあっては、当分の間、第13条第1項中

「(支援法第27条第3項第2号に規定する市

町村が定める額(特定教育・保育施設が」と

あるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、

「定める額とする。)をいう。)」とあるの

は「定める額をいう。)         

                   

第2条 特定保育所(支援法附則第6条第1項に

規定する特定保育所をいう。以下この条に

おいて同じ。)が特定教育・保育を提供する

場合にあっては、当分の間、第13条第1項中

「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保

育認定子ども」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども

(特定保育所(支援法附則第6条第1項に規定

する特定保育所をいう。次項において同

じ。)から特定教育・保育(保育に限る。第



                   

            」と、同条第2項

中「(支援法第27条第3項第1号に規定する内

閣総理大臣が定める基準により算定した費

用の額」とあるのは「(支援法附則第6条第3

項の規定により読み替えられた支援法第28

条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額」と、同

条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の

支払を、市町村の同意を得て、」と、第19

条中「施設型給付費の支給を受け、又は受

けようとしたとき」とあるのは「支援法附

則第6条第1項の規定による委託費の支払の

対象となる特定教育・保育の提供を受け、

又は受けようとしたとき」と、「当該施設

型給付費の支給」とあるのは「当該委託費

の支払」とし、第6条及び第7条の規定は適

用しない。 

19条において同じ。)を受ける者を除く。以

下この項において同じ。)」と、同条第2項

中「当該特定教育・保育」とあるのは「当

該特定教育・保育(特定保育所における特定

教育・保育(保育に限る。)を除く。)   

                   

                   

               」と、同

条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の

支払を、市町村の同意を得て、」と、第19

条中「施設型給付費の支給を受け、又は受

けようとしたとき」とあるのは「支援法附

則第6条第1項の規定による委託費の支払の

対象となる特定教育・保育の提供を受け、

又は受けようとしたとき」と、「当該施設

型給付費の支給」とあるのは「当該委託費

の支払」とし、第6条及び第7条の規定は適

用しない。 

2 （略） 2 （略） 

(施設型給付費等に関する経過措置)  

第3条 特定教育・保育施設が支援法第19条第

1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもに対して特定教育・

保育又は特別利用保育を提供する場合にお

いては、当分の間、第13条第1項中「支援法

第27条第3項第2号に規定する市町村が定め

る額」とあるのは「支援法附則第9条第1項

第1号イに規定する市町村が定める額」と、

「支援法第28条第2項第2号に規定する市町

村が定める額」とあるのは「支援法附則第9

条第1項第2号ロ(1)に規定する市町村が定

める額」と、「同項第3号」とあるのは「支

援法第28条第2項第3号」と、同条第2項中「支

援法第27条第3項第1号に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額

(その額が現に当該特定教育・保育に要した

費用を超えるときは、当該現に特定教育・

保育に要した費用の額)」とあるのは「支援

法附則第9条第1項第1号イに規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した額

(その額が現に当該特定教育・保育に要した

費用を超えるときは、当該現に特定教育・

保育に要した費用の額)及び同号ロに規定

する市町村が定める額の合計額」と、「支

援法第28条第2項第2号に規定する内閣総理

 



大臣が定める基準により算定した費用の額

(その額が現に当該特別利用保育に要した

費用を超えるときは、当該現に特別利用保

育に要した費用の額)」とあるのは「支援法

附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣

総理大臣が定める基準により算定した額

(その額が現に当該特別利用保育に要した

費用を超えるときは、当該現に特別利用保

育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定

する市町村が定める額の合計額」と、「同

項第3号」とあるのは「支援法第28条第2項

第3号」とする。 

2 特定地域型保育事業者が支援法第19条第1

項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する支給認定子どもに対して特別利用地

域型保育を提供する場合においては、当分

の間、第43条第1項中「支援法第30条第2項

第2号に規定する市町村が定める額」とある

のは「支援法附則第9条第1項第3号イ(1)に

規定する市町村が定める額」と、「同項第3

号」とあるのは「支援法第30条第2項第3号」

と、同条第2項中「支援法第30条第2項第2号

に規定する内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額(その額が現に当該特

別利用地域型保育に要した費用の額を超え

るときは、当該現に特別利用地域型保育に

要した費用の額)」とあるのは「支援法附則

第9条第1項第3号イ(1)に規定する内閣総理

大臣が定める基準により算定した額(その

額が現に当該特別利用地域型保育に要した

費用を超えるときは、当該現に特別利用地

域型保育に要した費用の額)及び同号イ(2)

に規定する市町村が定める額の合計額」と、

「同項第3号」とあるのは「支援法第30条第

2項第3号」とする。 

 

 (小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する

経過措置) 

 (小規模保育事業Ｃ型の利用定員に関する

経過措置) 

第4条 （略） 第3条 （略） 

 



宝塚市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第

17号)新旧対照表（第2条による改正関係） 

現行 改正案 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成

24年法律第65号。以下「支援法」という。)

第6条第2項に規定する保護者をいう。 

(1) 支給認定子ども          子ども・

子育て支援法(平成24年法律第65号。以下

「支援法」という。)  第20条第4項に規

定する支給認定子ども          をいう。 

(2) 教育・保育給付認定子ども 支援法  

                                     

                    第20条第4項に規

定する教育・保育給付認定子どもをいう。 

(2) 支給認定保護者          支援法第

20条第4項に規定する支給認定保護者    

      をいう。 

(3) 教育・保育給付認定保護者 支援法第

20条第4項に規定する教育・保育給付認定

保護者をいう。 

(3) （略） (4) （略） 

(4) 特定教育・保育 支援法第27条第1項

に規定する特定教育・保育              

                                     

                                     

   をいう。 

(5) 特定教育・保育 支援法第27条第1項

に規定する特定教育・保育(支援法第28条

第1項第2号に規定する特別利用保育及び

同項第3号に規定する特別利用教育を含

む。)をいう。 

 (6) 特定地域型保育 支援法第29条第1項

に規定する特定地域型保育(支援法第30条

第1項第2号に規定する特別利用地域型保

育及び同項第3号に規定する特定利用地域

型保育を含む。)をいう。 

 (7) 特定地域型保育事業者 支援法第29

条第1項に規定する特定地域型保育事業者

をいう。 

(5)～(7) （略） (8)～(10) （略） 

 (11) 負担額算定基準子ども 子ども・子

育て支援法施行令(平成26年政令第213号)

第13条第2項に規定する負担額算定基準子

どもをいう。 

(8)・(9) （略） (12)・(13) （略） 

 (14) 扶養義務者 民法(明治29年法律第

89号)に規定する扶養義務者で、教育・保

育給付認定子どもと同居しているものを

いう。 

 (階層認定) 

第3条 市長は、特定教育・保育施設から特定

教育・保育を受ける教育・保育給付認定子



ども又は特定地域型保育事業者から特定地

域型保育を受ける教育・保育給付認定子ど

もの保護者又は扶養義務者の負担能力に応

じ、当該教育・保育給付認定子どもの属す

る世帯の階層区分を認定するものとする。 

2 前項の認定は、4月から8月までについては

前年度分の市町村民税の課税状況に基づ

き、9月から翌年3月までについては当該年

度分の市町村民税の課税状況に基づき、そ

れぞれ行うものとする。 

3 前項に規定するもののほか、第1項の階層

区分の認定の基礎となる市町村民税所得割

課税額の計算方法その他の当該認定に関し

必要な事項は、規則で定める。 

(利用者負担額) (利用者負担額) 

第3条 支援法第27条第3項第2号、第28条第2

項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項

各号の政令で定める額を限度として当該支

給認定保護者          の属する世帯の所

得状況その他の事情を勘案して市が定める

額(以下「利用者負担額」という。)は、当

該政令で定める額を限度として          

                                   

    規則で定める額とする。 

第4条 支援法第27条第3項第2号、第28条第2

項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項

各号の政令で定める額を限度として当該教

育・保育給付認定保護者の属する世帯の所

得状況その他の事情を勘案して市が定める

額(以下「利用者負担額」という。)は、当

該政令で定める額を限度として前条の規定

により認定された階層区分その他の事情を

勘案して規則で定める額とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る施設から特定教育・保育を受けた支給認

定子ども         に係る利用者負担額

は、当該各号に定める条例に定めるところ

による。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る施設から特定教育・保育を受けた教育・

保育給付認定子どもに係る利用者負担額

は、当該各号に定める条例に定めるところ

による。 

(1) 宝塚市立幼稚園(宝塚市立幼稚園の設

置及び管理条例(昭和39年条例第30号)の

規定に基づく宝塚市立幼稚園をいう。) 

宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例   

  (平成23年条例第34号) 

(1) 宝塚市立幼稚園(宝塚市立幼稚園の設

置及び管理条例(昭和39年条例第30号)の

規定に基づく宝塚市立幼稚園をいう。) 

宝塚市立幼稚園の利用者負担等に関する

条例(平成23年条例第34号) 

(2) （略） (2) （略） 

(利用者負担額の徴収) (利用者負担額の徴収) 

第4条 市長は、市立保育所(宝塚市立保育所

設置条例(昭和30年条例第23号)の規定に基

づく保育所をいう。以下同じ。)において支

給認定子ども         に対して特定教

育・保育を行ったときは、当該支給認定子

ども         に係る支給認定保護者     

     から前条第1項に定める利用者負担

額を徴収する。 

第5条 市長は、市立保育所(宝塚市立保育所

設置条例(昭和30年条例第23号)の規定に基

づく保育所をいう。以下同じ。)において教

育・保育給付認定子どもに対して特定教

育・保育を行ったときは、当該教育・保育

給付認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者から前条第1項に定める利用者負担

額を徴収する。 

(利用者負担額の決定等) (利用者負担額の決定等) 

第5条 市長は、第3条第1項の規定に基づき利 第6条 市長は、第4条第1項の規定に基づき利



用者負担額を決定し、又は変更したときは、

その旨を支給認定保護者         及びそ

の利用に係る特定教育・保育施設(市立保育

所を除く。)又は特定地域型保育事業者(支

援法第29条第1項に規定する特定地域型保

育事業者をいう。)に通知する。 

用者負担額を決定し、又は変更したときは、

その旨を教育・保育給付認定保護者及びそ

の利用に係る特定教育・保育施設(市立保育

所を除く。)又は特定地域型保育事業者    

                                      

               に通知する。 

(延長保育料) (延長保育料) 

第6条 支給認定子ども         が保育所に

おいて時間外保育を受けたときは、当該支

給認定子ども          に係る支給認定保

護者      は、次の表の左欄に掲げる支給

認定子どもの認定区分に応じ、同表中欄に

掲げる実施時間につき、同表右欄に定める

額(以下「延長保育料」という。)を負担す

るものとする。 

第7条 教育・保育給付認定子どもが保育所に

おいて時間外保育を受けたときは、当該教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者は、次の各号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に応じ、当該各号   

                              に定める

額(以下「延長保育料」という。)を負担す

るものとする。 

 (1) 支援法第19条第1項第2号に該当する

者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日

までの間にある者を除く。) 別表第1に定

める額 

 (2) 支援法第19条第1項第2号に該当する

者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日

までの間にある者に限る。)及び同項第3

号に該当する者 別表第2に定める額 

 表 （略）  

 2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該教

育・保育給付認定子どもの属する世帯にお

ける負担額算定基準子どもの人数、当該世

帯の所得の状況その他の規則で定める事情

を勘案して、規則で定めるところにより、

延長保育料を軽減することができる。 

(延長保育料の徴収) (延長保育料の徴収) 

第7条 市長は、市立保育所において支給認定

子ども         に対して時間外保育を行

ったときは、当該支給認定子ども        

  に係る支給認定保護者         から前

条に定める延長保育料を徴収する。 

第8条 市長は、市立保育所において教育・保

育給付認定子どもに対して時間外保育を行

ったときは、当該教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者から前

条に定める延長保育料を徴収する。 

(一時預かり事業利用料) (一時預かり事業利用料) 

第8条 市長は、市立保育所が実施する一時預

かり事業を乳児又は幼児が利用するとき

は、次の表の左欄に掲げる乳児又は幼児に

係る年齢区分に応じ、同表中欄に掲げる実

施時間につき、同表右欄に定める一時預か

り事業利用料                          

           を当該乳児又は幼児の保

護者から徴収する。 

第9条 市長は、市立保育所が実施する一時預

かり事業を乳児又は幼児が利用するとき

は、次の表の左欄に掲げる乳児又は幼児に

係る年齢区分に応じ、同表中欄に掲げる実

施時間につき、同表右欄に定める一時預か

り事業利用料(食事の提供に要する費用を

含む。以下同じ。)を当該乳児又は幼児の保

護者から徴収する。 

 表 （略）  表 （略） 



(利用者負担額等の納入期限) (利用者負担額等の納入期限) 

第9条 第4条の規定により徴収する利用者負

担額及び第7条の規定により徴収する延長

保育料は、毎月末日までに当該月分を徴収

する。 

第10条 第5条の規定により徴収する利用者負

担額及び第8条の規定により徴収する延長

保育料は、毎月末日までに当該月分を徴収

する。 

2 （略） 2 （略） 

(利用者負担額等の返還) (利用者負担額等の返還) 

第10条 （略） 第11条 （略） 

(利用者負担額の減免) (利用者負担額の減免) 

第11条 市長は、支給認定保護者          

が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、利用者負担額を減額し、又は免除

することができる。 

第12条 市長は、教育・保育給付認定保護者

が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、利用者負担額を減額し、又は免除

することができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

2 （略） 2 （略） 

(委任) (委任) 

第12条 （略） 第13条 （略） 

附 則 附 則 

(特定保育所における特定教育・保育に係る

利用者負担額の特例) 

(特定保育所における特定教育・保育に係る

利用者負担額の特例) 

第2条 当分の間、支援法附則第6条第1項の規

定により支給認定子ども          が特定

保育所(同項に規定する特定保育所をいう。

次項及び次条において同じ。)から特定教

育・保育(保育に限る。)を受けたときは、

第3条の規定にかかわらず、市長は、支援法

附則第6条第4項の規定により規則で定める

額(次条において準用する第6条において 

「特例利用者負担額」という。)を当該支給

認定子ども         に係る支給認定保護

者         から徴収する。 

第2条 当分の間、支援法附則第6条第1項の規

定により教育・保育給付認定子どもが特定

保育所(同項に規定する特定保育所をいう。

次項及び次条において同じ。)から特定教

育・保育(保育に限る。)を受けたときは、

第3条の規定にかかわらず、市長は、支援法

附則第6条第4項の規定により規則で定める

額(次条において準用する別表第2において

「特例利用者負担額」という。)を当該教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者から徴収する。 

2 第5条、第9条第1項、第10条及び第11条 の

規定は、前項の規定により徴収する費用に

ついて準用する。この場合において、第5条

中「(市立保育所を除く。)」とあるのは、

「(特定保育所を除く。)」と読み替えるも

のとする。 

2 第6条、第10条第1項、第11条及び第12条の

規定は、前項の規定により徴収する費用に

ついて準用する。この場合において、第6条

中「(市立保育所を除く。)」とあるのは、

「(特定保育所を除く。)」と読み替えるも

のとする。 

(特定保育所における時間外保育に係る延

長保育料の特例) 

(特定保育所における時間外保育に係る延

長保育料の特例) 

第3条 当分の間、支給認定子ども         

が特定保育所において時間外保育を受けた

ときは、市長は、第6条         

 の規定を準用して定める額(次項におい

て「特例延長保育料」という。)を当該支給

認定子ども         に係る支給認定保護

第3条 当分の間、教育・保育給付認定子ども

が特定保育所において時間外保育を受けた

ときは、市長は、第7条、別表第1及び別表

第2の規定を準用して定める額(次項におい

て「特例延長保育料」という。)を当該教育・

保育給付認定子どもに係る教育・保育給付



者         から徴収する。この場合におい

て、同条の表右欄       中「利用

者負担額」とあるのは、「特例利用者負担

額」と読み替えるものとする。 

認定保護者から徴収する。この場合におい

て、別表第1右欄及び別表第2右欄中「利用

者負担額」とあるのは、「特例利用者負担

額」と読み替えるものとする。 

2 第9条第1項及び第10条 の規定は、前項の

規定により徴収する特例延長保育料につい

て準用する。 

2 第10条第1項及び第11条の規定は、前項の

規定により徴収する特例延長保育料につい

て準用する。 

(支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支給認定子ども  

        に係る利用者負担額の特例) 

(支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに係る利用者負担額の特例) 

第4条 当分の間、支援法第19条第1項第1号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する支

給認定子ども         に係る利用者負担

額は、第3条の規定にかかわらず、支援法附

則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくは

ロ(1)又は第3号イ(1)若しくはロ(1)の政令

で定める額を限度として規則で定める額と

する。 

第4条 当分の間、支援法第19条第1項第1号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに係る利用者負担

額は、第3条の規定にかかわらず、支援法附

則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくは

ロ(1)又は第3号イ(1)若しくはロ(1)の政令

で定める額を限度として規則で定める額と

する。 

 別表第1(第7条関係) 

 表 (略) 

 別表第2(第7条関係) 

 表 (略)  



 



宝塚市立保育所設置条例(昭和30年条例第23号)新旧対照表（第3条による改正関係） 

現行 改正案 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 支給認定子ども      支援法第

20条第4項に規定する支給認定子ども  

    をいう。 

(4) 教育・保育給付認定子ども 支援法第

20条第4項に規定する教育・保育給付認定

子どもをいう。 

(利用の資格) (利用の資格) 

第7条 保育所において保育及び時間外保育

を受けることができる者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

第7条 保育所において保育及び時間外保育

を受けることができる者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

(1) 支給認定子ども     (支援法第

19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校

就学前子どもに限る。) 

(1) 教育・保育給付認定子ども(支援法第

19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校

就学前子どもに限る。) 

(2) （略） (2) （略） 

2 （略） 2 （略） 

 



宝塚市立西谷認定こども園条例(平成20年条例第43号)新旧対照表（第4条による改正関係） 

現行 改正案 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 保育認定子ども 支援法第59条第2号

に規定する保育認定子どもをいう。 

(2) 保育認定子ども 支援法第30条第1項

に規定する保育認定子どもをいう。 

 (3) 時間外保育 支援法第59条第2号に規

定する時間外保育をいう。 

 (4) 負担額算定基準子ども 子ども・子育

て支援法施行令(平成26年政令第213号)第

13条第2項に規定する負担額算定基準子ど

もをいう。 

 (5) 保育標準時間認定 子ども・子育て支

援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。

以下「支援法施行規則」という。)第4条に

規定する1月当たり平均275時間まで(1日

当たり11時間までに限る。)の保育の利用

に係る認定をいう。 

 (6) 保育短時間認定 支援法施行規則第4

条に規定する1月当たり平均200時間まで

(1日当たり8時間までに限る。)の保育の利

用に係る認定をいう。 

(3) （略） (7)  （略） 

(事業) (事業) 

第4条 （略） 第4条 （略） 

2 こども園は、市長が必要があると認める保

育認定子どもに対して、時間を延長して、

前項第1号の保育を行う。 

2 こども園は、市長が必要があると認める保

育認定子どもに対して、時間外保育    

        を行う。 

(階層認定) (階層認定) 

第9条第1項～第3項 （略） 第9条第1項～第3項 （略） 

4 第1項の市町村民税所得割課税額は、地方

税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第

314条の8及び第314条の9並びに同法附則第

5条の4、第5条の4の2及び第7条の2の規定に

よる控除前の同法第292条第1項第2号に掲

げる所得割(同法第328条の規定により課税

する所得割を除く。)の額とする。 

4 前3項に規定するもののほか、第1項の階層

区分の認定の基礎となる市町村民税所得割

課税額の計算方法その他の当該認定に関し

必要な事項は、規則で定める。 

5 第1項第2号から第4号までの階層区分の認

定に当たっては、地方税法第292条第1項第1

1号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚し

た後婚姻をしていない者又は夫の生死の明

 



らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで母となった女子で

あって、現に婚姻(届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。)をしていないもの」と読み替えた場合

に保護者等が同号イに該当するとき又は同

項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離

婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死

の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで父となった男

子であって、現に婚姻(届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場

合を含む。)をしていないもの」と読み替え

た場合に保護者等が同号に該当するとき

は、同法第295条第1項の規定(第2号に係る

部分に限る。)及び同法第314条の2第1項第8

号の規定(その者が同法第292条第1項第11

号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚し

た後婚姻をしていない者又は夫の生死の明

らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで母となった女子で

あって、現に婚姻(届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。)をしていないもの」と読み替えた場合

に同法第314条の2第3項に該当するときに

あっては、同項の規定)を適用するものとす

る。 

6 第1項第2号から第4号までの階層区分の認

定に当たっては、階層区分の認定の対象月

の属する年度の前年度(4月から8月までに

ついての認定にあっては、前々年度)の1月1

日において、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」

という。)の区域内に住所を有した場合(指

定都市の指定等により当該住所地が1月2日

から4月1日までの間に指定都市以外の市町

村の区域になったときを除く。)にあっては

地方税法第314条の3第1項の規定にかかわ

らず、指定都市以外の市町村の区域内に住

所を有した場合で、指定都市の指定等によ

り当該住所地が1月2日から4月1日までの間

に指定都市の区域内となったときにあって

は同法第737条の2第1項の規定にかかわら

ず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域

内に住所を有した場合の例によるものとす

る。 

 

(保育料) (保育料) 



第10条 第6条の規定により、入園の許可を受

けた保育認定子どもの保護者は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める保育料を納付しなければならない。 

第10条 第6条の規定による入園の許可を受

けた保育認定子どもの保護者は、支援法第

27条第3項第2号の政令で定める額を限度と

して前条の規定により認定された階層区分

その他の事情を勘案して規則で定める額

(以下「保育料」という。)を納付しなけれ

ばならない。 

(1) 保育の利用について、子ども・子育て

支援法施行規則(平成26年内閣府令第44

号。以下「支援法規則」という。)第4条に

規定する1月当たり平均275時間まで(1日

当たり11時間までに限る。)の保育必要量

の認定を受けた場合 別表第1に定める保

育料 

 

(2) 保育の利用について、支援法規則第4

条に規定する1月当たり平均200時間まで

(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要

量の認定を受けた場合 別表第2に定める

保育料 

 

 (延長保育料) 

 第11条 第6条の規定による入園の許可を受

けた保育認定子どもがこども園において時

間外保育を受けたときは、当該保育認定子

どもに係る保護者は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める額(以下

「延長保育料」という。)を納付しなければ

ならない。 

 (1) 保育標準時間認定を受けた場合 別

表第1に定める額 

 (2) 保育短時間認定を受けた場合 別表

第2に定める額 

 2 前項の規定にかかわらず、市長は、当該保

育認定子どもの属する世帯における負担額

算定基準子どもの人数、当該世帯の所得の

状況その他の規則で定める事情を勘案し

て、規則で定めるところにより、延長保育

料を軽減することができる。 

(保育料の減免) (保育料の減免) 

第11条 （略） 第12条 （略） 

(保育料       の返還) (保育料及び延長保育料の返還) 

第12条 既納の保育料       は、返

還しない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を返

還することができる。 

第13条 既納の保育料及び延長保育料は、返

還しない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を返

還することができる。 

(委任) (委任) 

第13条 （略） 第14条 （略） 



別表第1(第10条関係) 別表第1(第11条関係) 

 表 （略）  表 （略） 

別表第2(第10条関係) 別表第2(第11条関係) 

 表 （略）  表 （略） 

 



宝塚市立幼稚園保育料等徴収条例(平成23年条例第34号)新旧対照表（第5条による改正関係） 

現行 改正案 

宝塚市立幼稚園保育料等徴収条

例 宝塚市立幼稚園の利用者負担等

に関する条例 
(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、宝塚市立幼稚園(以下「幼

稚園」という。)の保育料及び預かり保育料

(以下「保育料等」という。)の徴収    

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この条例は、宝塚市立幼稚園(以下「幼

稚園」という。)の利用に関し利用者が負担

する費用等（以下「利用者負担等」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 支給認定子ども      支援法第

20条第4項に規定する支給認定子ども   

   をいう。 

(2) 教育・保育給付認定子ども 支援法第

20条第4項に規定する教育・保育給付認定

子どもをいう。 

(3) （略） (3) （略） 

 (4) 預かり保育 支援法第7条第10項第5

号に規定する事業をいう。 

(階層認定) (階層認定) 

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じて、当該各号に定める階層区分を支

給認定子ども     の属する世帯の階

層区分として認定するものとする。 

第3条 市長は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じて、当該各号に定める階層区分を教

育・保育給付認定子どもの属する世帯の階

層区分として認定するものとする。 

(1) 当該支給認定子ども     の属す

る世帯が生活保護法(昭和25年法律第144

号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

に該当する場合又は当該支給認定子ども

     の保護者のいずれかが中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)による支援給付を受けている場合 

第1階層 

(1) 当該教育・保育給付認定子どもの属す

る世帯が生活保護法(昭和25年法律第144

号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

に該当する場合又は当該教育・保育給付認

定子どもの保護者のいずれかが中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律(平成6年法律第

30号)による支援給付を受けている場合 

第1階層 

(2) 第1階層を除き、当該支給認定子ども

     の保護者及び扶養義務者(以下

「保護者等」という。)全員の市町村民税

所得割課税額が非課税である場合 第2階

層 

(2) 第1階層を除き、当該教育・保育給付

認定子どもの保護者及び扶養義務者(以下

「保護者等」という。)全員の市町村民税

所得割課税額が非課税である場合 第2階

層 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

2 前項第1号の階層区分の認定は、各月初日

の当該支給認定子ども     の属する

世帯の状況に基づき行うものとする。 

2 前項第1号の階層区分の認定は、各月初日

の当該教育・保育給付認定子どもの属する

世帯の状況に基づき行うものとする。 



3 （略） 3 （略） 

4 第1項の市町村民税所得割課税額は、地方

税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第

314条の8及び第314条の9並びに同法附則第

5条の4、第5条の4の2及び第7条の2の規定に

よる控除前の同法第292条第1項第2号に掲

げる所得割(同法第328条の規定により課税

する所得割を除く。)の額とする。 

4 前3項に規定するもののほか、第1項の階層

区分の認定の基礎となる市町村民税所得割

課税額の計算方法その他の当該認定に関し

必要な事項は、規則で定める。 

5 第1項第2号から第4号までの階層区分の認

定に当たっては、地方税法第292条第1項第1

1号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚し

た後婚姻をしていない者又は夫の生死の明

らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで母となった女子で

あって、現に婚姻(届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。)をしていないもの」と読み替えた場合

に保護者等が同号イに該当するとき又は同

項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離

婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死

の明らかでない者で政令で定めるもの」と

あるのを「婚姻によらないで父となった男

子であって、現に婚姻(届出をしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場

合を含む。)をしていないもの」と読み替え

た場合に保護者等が同号に該当するとき

は、同法第295条第1項の規定(第2号に係る

部分に限る。)及び同法第314条の2第1項第8

号の規定(その者が同法第292条第1項第11

号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚し

た後婚姻をしていない者又は夫の生死の明

らかでない者で政令で定めるもの」とある

のを「婚姻によらないで母となった女子で

あって、現に婚姻(届出をしていないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含

む。)をしていないもの」と読み替えた場合

に同法第314条の2第3項に該当するときに

あっては、同項の規定)を適用するものとす

る。 

 

6 第1項第2号から第4号までの階層区分の認

定に当たっては、階層区分の認定の対象月

の属する年度の前年度(4月から8月までに

ついての認定にあっては、前々年度)の1月1

日において、地方自治法(昭和22年法律第67

号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」

という。)の区域内に住所を有した場合(指

定都市の指定等により当該住所地が1月2日

 



から4月1日までの間に指定都市以外の市町

村の区域になったときを除く。)にあっては

地方税法第314条の3第1項の規定にかかわ

らず、指定都市以外の市町村の区域内に住

所を有した場合で、指定都市の指定等によ

り当該住所地が1月2日から4月1日までの間

に指定都市の区域内となったときにあって

は同法第737条の2第1項の規定にかかわら

ず、それぞれ指定都市以外の市町村の区域

内に住所を有した場合の例によるものとす

る。 

(保育料等の額) (利用者負担等) 

第4条 幼稚園の保育料(幼稚園の教育課程に

係る教育時間に実施する保育の利用に係る

徴収金をいう。以下同じ)は、1月につき、

支援法第27条第3項第2号の市町村が定める

額として別表第1に定める額とする。 

第4条 支援法第27条第3項第2号の市が定め

る額は、零とする。 

2 幼稚園の預かり保育料(幼稚園の教育課程

に係る教育時間の終了後並びに春季休業

日、夏季休業日及び冬季休業日(以下「長期

休業日」という。)に支給認定子どもを預か

り実施する保育(以下「預かり保育」とい

う。)の利用に係る徴収金をいう。以下同

じ。)は、別表第2及び別表第3に定めるとお

りとする。 

 

3 保育料等の納入義務者は、支給認定子ども

の保護者とする。 

 

(保育料等の徴収)  

第5条 保育料は、毎月10日までに当該月分を

徴収する。 

第5条 教育・保育給付認定子どもが幼稚園に

おいて預かり保育を受けたときは、当該教

育・保育給付認定子どもの保護者は、別表

第1及び別表第2に定める額(以下｢預かり保

育料｣という｡)を納付しなければならない。 

2 前項の徴収期日後に入園した者のその月

の保育料は、入園時に徴収する。 

2 前項に規定する預かり保育料は、毎月10日

までに当該月の前月分を徴収する。 

3 第1項の規定にかかわらず、支給認定子ど

もの保護者は、当該年度間の保育料の全部

又は一部を前納することができる。 

 

4 預かり保育料は、毎月10日までに当該月の

前月分の預かり保育料を徴収する。 

 

(月の中途の入園等)  

第6条 月の中途に入園し、休園し、又は退園

した支給認定子どもの保護者は、その月の

保育料の全額を納付しなければならない。 

 

2 休園の期間が月の初日から末日までの全

日にわたるときは、当該月分の保育料を免

 



除する。この場合において、支給認定子ど

もの保護者が当該月分の保育料をすでに納

付しているときは、これを還付する。 

3 支給認定子どもが退園する場合において、

当該支給認定子どもの保護者が翌月分以後

の保育料をすでに納付しているときは、こ

れを還付する。 

 

(保育料等の減免)  

第7条 市長は、特別の理由があると認めると

きは、保育料等を減額し、又は免除するこ

とができる。 

 

2 保育料等の減額及び免除に関し必要な事

項は、規則で定める。 

 

(委任) (委任) 

第8条 この条例に定めるもののほか、保育料

等の徴収について必要な事項は、別に市長

が定める。 

第6条 この条例に定めるもののほか、利用者

負担等に関し  必要な事項は、別に市長

が定める。 

別表第1(第4条関係)  

 表 （略）  

別表第2(第4条関係) 別表第1(第5条関係) 

 表 （略）  表 （略） 

 備考 この表において「午前保育日」とは、

幼稚園の教育課程に係る教育の終了時間

が午前11時50分(西谷幼稚園にあっては午

後0時25分)である日をいい、「午後保育

日」とは、幼稚園の教育課程に係る教育の

終了時間が午後2時30分(西谷幼稚園にあ

っては午後1時45分)である日をいう。  

                  

            

 備考 この表において「午前保育日」とは、

幼稚園の教育課程に係る教育の終了時間

が午前11時50分(西谷幼稚園にあっては午

後0時25分)である日をいい、「午後保育

日」とは、幼稚園の教育課程に係る教育の

終了時間が午後2時30分(西谷幼稚園にあ

っては午後1時45分)である日をいい、「長

期休業日」とは、春季休業日、夏季休業日

及び冬季休業日をいう。 

別表第3(第4条関係) 別表第2(第5条関係) 

 表 （略）  表 （略） 

 備考 幼稚園において、別表第2で定める預

かり保育の実施時間に引き続き預かり保

育を利用した者については、同表に定める

預かり保育料の日額にこの表に定める延

長料金を加算した額を預かり保育料の日

額とする。 

 備考 幼稚園において、別表第1で定める預

かり保育の実施時間に引き続き預かり保

育を利用した者については、同表に定める

預かり保育料の日額にこの表に定める延

長料金を加算した額を預かり保育料の日

額とする。 



 



宝塚市立幼稚園の設置及び管理条例(昭和39年条例第30号)新旧対照表（附則第2項による改正関

係） 

現行 改正案 

(保育料      ) (利用者負担等) 

第3条 保育料                

    に関しては、宝塚市立幼稚園保育

料等徴収条例          (平成23年条例第3

4号)の定めるところによる。 

第3条 幼稚園の利用に関し利用者が負担す

る費用等に関しては、宝塚市立幼稚園の利

用者負担等に関する条例(平成23年条例第3

4号)の定めるところによる。 

 



議案第８９号 

   執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

宝塚市条例第  号 

   執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例 

 執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の表市長の部宝塚市緑の基本計画検討委員会の項の次に次のように加える。 

宝塚市公共事業

評価委員会 

国土交通省所管の公共

事業（国庫補助金の交

付を受ける事業に限

る。）に関して市が実

施する再評価及び事後

評価並びにこれらに基

づく市の対応方針につ

いての審議に関する事

務 

７人（必要

に応じ臨時

委 員 を 置

く。） 

知識経験者 ５人 

市内の公共的団体等の代表者

１人 

公募による市民 １人 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第８９号 

   執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)新旧対照表 

（現行） 

 (設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機関

として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、次の機関を置く。 

附 属 機 関 の 属

する執行機関  

附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員総数 構成 

市長     
    
     宝塚市緑の基本

計画検討委員会 

都市緑地法(昭和

48年法律第72号)

に基づく緑地の

保全及び緑化の

推進に関する基

本計画の策定に

ついての調査審

議に関する事務 

10人 知識経験者 3

人 

市内の公共的団

体 等 の 代 表 者

○4人 

関係行政機関の

職員 1人 

公募による市民 

○2人 

 

     
     
          
     
      

（改正案） 

 (設置) 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、執行機関の附属機関

として、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、次の機関を置く。 

附 属 機 関 の 属

する執行機関  

附属機関 担任事務 組織及び構成 

委員総数 構成 

市長     
    
     宝塚市緑の基本

計画検討委員会 

都市緑地法(昭和

48年法律第72号)

に基づく緑地の

保全及び緑化の

推進に関する基

本計画の策定に

ついての調査審

議に関する事務 

10人 知識経験者 3

人 

市内の公共的団

体 等 の 代 表 者

○4人 

関係行政機関の

職員 1人 

公募による市民 

○2人 

 宝塚市公共事業

評価委員会 

国土交通省所管

の公共事業(国庫

補助金の交付を

受ける事業に限

る。)に関して市

が実施する再評

価及び事後評価

並びにこれらに

基づく市の対応

方針についての

審議に関する事

務 

7人(必要に応じ

臨 時 委 員 を 置

く。) 

知識経験者 5

人 

市内の公共的団

体等の代表者○

1人 

公募による市民

○1人 

     
     
          
     
      



議案第９０号 

宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子    
宝塚市条例第  号 

宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例 

宝塚市都市公園条例（昭和４４年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 
別表第１中 

「 

南口すみれ公園 宝塚市南口２丁目３４７番７ 
                                      」 

を 

｢ 

南口すみれ公園 
平井第３公園 宝塚市南口２丁目３４７番７ 

宝塚市平井６丁目７０番９ 
                                                                            ｣ 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例（平成３０年条例第２９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条中別表第１の改正規定を次のように改める。 

  別表第１中 

  ｢ 

平井第３公園 宝塚市平井６丁目７０番９ 
                                                                         ｣ 



 を 

  ｢ 

平井第３公園 
宝塚文化芸術センター庭園 宝塚市平井６丁目７０番９ 

宝塚市武庫川町１０３０番 
                                      ｣ 
に改める。 



議案第９０号 

   宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市都市公園条例(昭和44年条例第40号)新旧対照表（本則の規定による改正関係） 

（現行） 

別表第1(第3条関係) 

名称 所在地 

  

南口すみれ公園 宝塚市南口2丁目347番7 

 

（改正案） 

別表第1(第3条関係) 

名称 所在地 

  

南口すみれ公園 

平井第3公園 

宝塚市南口2丁目347番7 

宝塚市平井6丁目70番9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宝塚市都市公園条例(昭和44年条例第40号)新旧対照表（附則第２項の規定による改正関係） 

※この新旧対照表については、本則の規定による改正後の宝塚市都市公園条例(昭和44年条例第40

号)を現行として、附則第2項の規定による改正後の宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例(平

成30年条例第29号)が溶け込んだものを改正案として作成しています。 

（現行） 

別表第1(第3条関係) 

名称 所在地 

平井第3公園 宝塚市平井6丁目70番9 

 

（改正案） 

別表第1(第3条関係) 

名称 所在地 

平井第3公園 

宝塚文化芸術センター庭園 

宝塚市平井6丁目70番9 

宝塚市武庫川町1030番  



議案第９１号 

   宝塚市森林環境譲与税基金条例の制定について 

 宝塚市森林環境譲与税基金条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市条例第  号 

   宝塚市森林環境譲与税基金条例 

 （目的） 

第１条 本市における森林の整備及びその促進に関する施策（森林環境税及び森林環境譲

与税に関する法律（平成３１年法律第３号）第３４条第１項に規定する施策をいう。）

に要する費用の財源に充てるため、宝塚市森林環境譲与税基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。 

 (１) 宝塚市一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額 

 (２) 第４条の規定により繰り入れる額 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、

予算に計上して処分することができる。 

 （委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定め



る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

議案第９２号 

宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例 

宝塚市消防事務手数料条例（平成２２年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「                     

１，５８０，０００円 

１，９４０，０００円 

２，２６０，０００円 

                 」                                  

を 

「 

１，５９０，０００円 

１，９５０，０００円 

２，２７０，０００円 

               」 

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る審査の手数

料について適用し、同日前にされた申請に係る審査の手数料については、なお従前の

例による。 

 



議案第９２号 

宝塚市消防事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市消防事務手数料条例(平成22年条例第13号)新旧対照表 

（現行） 

別表第1(第2条関係)  

名称 事務の区分 金額 

(3) 危険物

貯 蔵 所 の

設 置 許 可

申 請 手 数

料 

法第11条第1

項前段の規定

に基づく貯蔵

所の設置の許

可の申請に対

する審査 

オ 浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 

危険物の貯蔵最大数

量が1万キロリット

ル以上5万キロリッ

トル未満のもの 

1,580,000円 

危険物の貯蔵最大数

量が5万キロリット

ル以上10万キロリッ

トル未満のもの 

1,940,000円 

危険物の貯蔵最大数

量が10万キロリット

ル以上20万キロリッ

トル未満のもの 

2,260,000円 

 

（改正案） 

別表第1(第2条関係)  

名称 事務の区分 金額 

(3) 危険物

貯 蔵 所 の

設 置 許 可

申 請 手 数

料 

法第11条第1

項前段の規定

に基づく貯蔵

所の設置の許

可の申請に対

する審査 

オ 浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定

屋外タンク貯蔵所 

危険物の貯蔵最大数

量が1万キロリット

ル以上5万キロリッ

トル未満のもの 

1,590,000円 

危険物の貯蔵最大数

量が5万キロリット

ル以上10万キロリッ

1,950,000円 



トル未満のもの 

危険物の貯蔵最大数

量が10万キロリット

ル以上20万キロリッ

トル未満のもの 

2,270,000円 

 



議案第９３号 

平成３０年度宝塚市水道事業会計決算認定について 

平成３０年度宝塚市水道事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

別冊のとおり、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   



議案第９４号 

平成３０年度宝塚市下水道事業会計決算認定について 

平成３０年度宝塚市下水道事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り、別冊のとおり、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   



議案第９５号 

   平成３０年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

 平成３０年度宝塚市病院事業会計決算を、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、

別冊のとおり、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   



議案第９３号から第９５号まで 

平成３０年度宝塚市水道事業会計決算認定、平成３０年度宝塚市下水道事業会計決

算認定及び平成３０年度宝塚市病院事業会計決算認定について 

地方公営企業法(抜粋) 

 (決算) 

第30条 管理者は、毎事業年度終了後2月以内に当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該

年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類と併せて、当該地方公共団体の長に提出しな

ければならない。 

2 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。 

3 監査委員は、前項の審査をするに当たつては、地方公営企業の運営が第3条の規定の趣旨に従

つてされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。 

4 地方公共団体の長は、第2項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を

付けて、遅くとも当該事業年度終了後3月を経過した後において最初に招集される定例会である

議会の認定(地方自治法第102条の2第1項の議会においては、遅くとも当該事業年度終了後3月を

経過した後の最初の定例日(同条第6項に規定する定例日をいう。)に開かれる会議において議会

の認定)に付さなければならない。 

5 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。 

6 地方公共団体の長は、第4項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、第2項の規

定により監査委員の審査に付した当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書類を併せ

て提出しなければならない。 

7・8 （略） 

9 第1項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書

並びに損益計算書、剰余金計算書又は欠損金計算書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

及び貸借対照表とし、その様式は、総務省令で定める。 



議案第９６号 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その３））の締結について 

次のとおり工事請負契約を締結しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定

により、議会の議決を求める。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

１ 契 約 の 目 的  （都）荒地西山線道路新設改良工事（その３） 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ￥５１９，２００，０００.- 

４ 契約の相手方  西宮市塩瀬町生瀬１１３１番地 

株式会社森組 阪神営業所 

所長 日 浦  豊 

５ 工 事 場 所  宝塚市千種１丁目外地内 

６ 工 事 概 要  （都）荒地西山線道路新設改良工事（その３） 

           土工  一式 

           函渠
かんきょ

工 一式 

仮設工 一式 

 



議案第９６号 

工事請負契約（（都）荒地西山線道路新設改良工事（その３））の締結について 

１ 工 事 期 間  着工予定  議決があった日 

           完工予定  令和３年３月３１日 

２ 設 計 者  神戸市兵庫区大開通１丁目１番１号 

            阪急設計コンサルタント株式会社 神戸営業所 

             所長 村 上 雅 一 

３ 予 定 価 格  ￥５５６，４４４，９００.- 

（入札書比較価格 ￥５０５，８５９，０００.-） 

４ 最低制限価格  ￥３３３，８６６，９４０.- 

（入札書比較価格 ￥３０３，５１５，４００.-） 

５ 一般競争入札参加業者名及び開札結果 

入札参加業者名 入札価格（円）  

株式会社森組  ４７２，０００，０００  落札 

株式会社松村組  ４９０，０００，０００   

  （入札価格には、消費税及び地方消費税相当分を含まない。） 

６ 契約金額のうちの消費税額及び地方消費税額  ￥４７，２００，０００.- 

７ そ の 他  付近見取図、平面図及び標準横断図（別紙添付） 

 



背
景

地
図

マ
ッ

プ
 

 
中

心
地

 
| 

 宝
塚

市
千

種
１

丁
目

 付
近

 

付
近

見
取

図
　

Ｓ
＝

１
：

５
,
０

０
０

県 道 生 瀬 門 戸 荘 線

逆
瀬

川

阪 急 今 津 線

県
道

明
石

神
戸
宝

塚
線

至
　

逆
瀬

川
駅

至
　

小
林

駅

西
山

橋

工
事

箇
所

（
都

）
荒

地
西

山
線

（
小

林
工

区
）

L
=
6
33

ｍ



塚

１
：

２
０

０

宝

ボ
ッ

ク
ス

工
一

般
図

 (
そ

の
１

)

縮
尺

市

全
葉

縮
尺

 １
：

１
５

０
ボ

ッ
ク

ス
工

一
般

図
 
(
そ

の
１

)

南
　

側

北
　

側

平
面

図

６
７

．
６

５

Ａ
－

７

５
５

６
５

汚（
６

７
．

２
４

）

（
６

７
．

２
６

）

６
８

．
７

１

６
７

．
６

７

６ ７ ． ６ ５

Ｅ

Ｅ

６
８

．
０

３

（
５

１
．

２
５

）

（
５

１
．

１
０

）

５
２

．
４

３

汚
汚

６
０

４
７

．
６

２

４
８

．
５

４

５
０

．
４

３

５
２

．
１

０

５
１

．
６

７

４
８

．
１

４

４
９

．
６

７

５
５

５
０

（
６

７
．

７
０

１
）

汚

汚
雨

汚
雨

汚

雨

汚

U
P

U P

汚

雨

仕
仕

汚

雨

雨

雨

汚

汚

止
W

W
標

標

標 F

F

F

汚

ス
ロ

ー
プ

(
g
)

C
-
1

C
-
2

C
-
3

5
7
.
34

58
.2

2

5
8.

2
8

5
4.

88

54
.7

9

5
6
.
88

56
.
6
2

5
6
.6

9
5
6
.1

3

5
6
.0

2

55
.
3
0

5
4.

9
1

5
5
.1

3

5
6
.4

0

57
.6

7
56

.
89

5
2.

2
7

5
1
.5

0

52
.
4
2

51
.
7
3

5
1
.
21

5
1
.4

1

5
1
.
22

5
4
.
87

5
3
.8

2

5
3
.8

5
53

.3
6

5
3.

0
6

5
2
.7

4

5
2
.3

5

5
2.

3
8

49
.
89

4
9.

1
6

4
8
.9

4
4
9.

4
4

50
.
12

パ
レ

逆
瀬

川
マ

ス
タ

ー
ズ

プ
レ

イ
ス

I
P
2

N
O
.
2
3

N
O
.
2
4

N
O
.
2
5

N
O
.
2
6

N
O.

2
7

N
O
.
2
8

No
.2

2+
 4

.9
67

N
o
.2

2
+
1
9
.
9
6
7

No
.2

3+
 1

1.
59

6

No
.2

4+
 3

.0
96

No
.2

4+
18

.0
96

No
.2

5+
13

.0
96

No
.2

6+
 8

.0
96

No
.2

7+
 3

.0
96

No
.2

7+
18

.0
96

No
.2

8+
12

.0
00

U
1 2

B
 
2

B
 
3

B

 
4

B

 
1

 5
B

 
6

B

 
7

B

1
3

U

14
U

KE2-1　№23+19.932

KE2-2　№26+3.083

KA2-2　№28+3.183

20

1 4
85

9

1 4
8 3

9

14
5
7
3

14
6
81

14
66

1

1
1
4
1
5

1
1
3
9
5

ボ
ッ

ク
ス

区
間

　
L
=9

5
85

0

14
54

4

1
45

64

14
55

3

14
85

5
14

83
5

1
1
1
9
8

1
1
1
7
8

1
4
5
4
4

1
4
5
6
4

13
90

3
13

88
3

13
12

1
13

10
1

1 5
1 2

1

1 5
1 4

1
1
1
8
2
3

1
1
78

2

1
1
8
4
3

1
1
8
0
2

15
4
36

1
5
41

6

1
5
4
3
6

1
5
4
16

1
5
4
0
7

1
5
4
2
7

1
52

9
9

15
31

9

15
12

5
15

14
5

1 5
0
0 0

3850

1000

9700

3850

77001000

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
20 20

1
1
6
2
9

1
1
5
0
0

1
5
0
0
0

15
0
0
0

1
5
0
0
0

1
50

0
0

15
00

0

13
90

4

700

9100
7700700

3850

11009900

3850

7700

1100

800

9300
7700

800

40
0

1400

10200
7700

1100

3850

700

9100

3850

7700700

11009900
7700

1100

ボ
ッ

ク
ス

区
間

　
L=

1
00

40
8

800

9300
7700800

38503850

3850

800

9300

3850

7700

800

1100

9900
7700

1100

3850

3850

800

9300
7700

800

140010200
7700

1100

2 0

令
和

元
年

度

(そ
の

3)

(都
)荒

地
西

山
線

道
路

新
設

改
良

工
事

KA3-1　№28+7.157

８
０

２

平
　

面
　

図
　

Ｓ
＝

１
：

約
4
2
0

宝
塚

市
上

下
水

道
局

　
 
小

林
配

水
池

旧
阪

神
競

馬
場

舎
宅

→
阪

急
今

津
線

←
マ

ン
シ

ョ
ン

→



A
s

A
s

MH

2
段

目
切

梁

鋼
矢

板
 

V
L
型

腹
起

し

腹
起

し

切
梁

受
材

盛
替

腹
起

し

切
梁

受
材

盛
替

切
梁

切
梁

中
間

杭
　

L
=
1

1
.
0

m

鋼
矢

板
 
V

L
型

1
3
5

0
0

1
3

5
0
0

6
1
5
0

6
1
5
0

1
2

3
0
0

16500

16500

標
準

横
断

図
マ ン シ ョ ン

Ｓ
＝

１
：

約
2
80

内
空

寸
法

　
幅

 
7
.7

ｍ
 
×

 
高

さ
 5

.
5
ｍ



議案第９７号 

財産（救急自動車）の取得について 

次のとおり財産を取得しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

１ 財産の種類及び数量  救急自動車１台 

２ 財 産 の 配 置 場 所  宝塚市西消防署 

３ 取 得 の 目 的  宝塚市西消防署の救急業務用 

４ 取 得 の 金 額  ￥２１,３４０,０００.- 

５ 取 得 の 相 手 方  神戸市須磨区大池町３丁目１番１号 

              兵庫トヨタ自動車株式会社特販営業所 

               所長 白 根 浩 司 



議案第９７号 

財産（救急自動車）の取得について 

1 契約の方法  一般競争入札 

2 一般競争入札参加業者名及び開札結果 

(入札価格には、消費税及び地方消費税相当分を含まない。) 

3 契約金額のうちの消費税額及び地方消費税額     \1,940,000.- 

 

入 札 参 加 業 者 名 入 札 価 格（円） 

兵庫トヨタ自動車㈱ 19,400,000 落札 

日本船舶薬品㈱ 20,000,000  



 

 

議案第９８号 

   損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

                     宝塚市長 中 川 智 子 

 

宝塚市は、次のとおり市道の管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

平成２９年（２０１７年）１月１９日午後６時３０分頃、相手方が市道清荒神宝塚停

車場線を歩行していたところ、宝塚市川面５丁目３３５番２地内において、市道上に設

けられた街渠
がいきょ

桝
ます

の鉄蓋を相手方が踏んだ際、同鉄蓋のずれを防止するための突起部が劣

化により欠損し、同鉄蓋が街渠
がいきょ

桝
ます

に支持されていない状態となっていたため、同鉄蓋が

沈み込み、跳ね上がった際の反動で相手方が転倒し、負傷した。 

この事故は、市道の管理の瑕疵
か し

によるものと認められるので、その損害を賠償する。 

２ 賠償の金額 

  金８３４，４３０円 

３ 賠償の相手方 

  あああああああああああああああああああ 

   ｓｓｓｓｓｓｓ 

 



議案第９８号 

   損害賠償の額の決定について 

 損害賠償の額の算定方法 

賠償の金額の内訳 

 (1) 損害賠償の対象 

   ア 治療費            752,370円 

   イ その他治療関係費       5,320円 

   ウ 文書料             10,400円 

   エ 通院交通費           66,340円 

     合計             834,430円 

 (2) 過失による市の負担割合       100% 

 (3) 市の相手方に対する賠償金額  834,430円 

 



 

議案第９９号 

   損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

 宝塚市は、次のとおり宝塚市立病院の医療行為による損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

平成１７年（２００５年）２月１８日に、担当医師が相手方に対し左胸の患部切除術

を行ったが、平成２８年（２０１６年）３月２４日に実施した検査により相手方体内に

遺残ガーゼを発見したため、同月３０日に遺残ガーゼ除去手術を、同年７月１４日以後

４回にわたり皮膚移植を伴う創部修復手術を実施したところ、相手方の腹部に障碍
がい

が残

存した。 

この宝塚市立病院の医療行為による損害を賠償する。 

２ 賠償の金額 

  金１２，６２５，１７４円 

３ 賠償の相手方 

  あああああああああああ  

あああああああ  

    



議案第９９号 

   損害賠償の額の決定について 

 損害賠償の額の算定方法 

賠償の金額の内訳 

 (1) 治療費        1,322,738 円 

(2) 入院雑費         74,800 円 

(3) 入通院慰謝料     1,500,000 円 

(4) 休業損害         701,804 円 

 (5) 後遺障害慰謝料    3,700,000 円 

 (6) 後遺障害逸失利益   5,325,832 円 

   合  計        12,625,174 円 



議案第１００号 

   公の施設（宝塚市立子ども館）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

                          宝塚市長 中 川 智 子 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称             宝塚市立子ども館 

２ 指定管理者となる団体    宝塚市山手台東１丁目４番１号 

第６ブロック子ども館協議会 

                              理事長 飯 室 裕 文 

３ 指 定 の 期 間               令和２年（２０２０年）４月１日から 

              令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 



議案第１０１号 

   公の施設（宝塚市立花屋敷グラウンド）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

                          宝塚市長 中 川 智 子 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称             宝塚市立花屋敷グラウンド 

２ 指定管理者となる団体    神戸市中央区海岸通６番地 

国際ライフパートナー株式会社 

                              代表取締役 荒 谷 明 彦 

３ 指 定 の 期 間               令和２年（２０２０年）４月１日から 

              令和６年（２０２４年）３月３１日まで 



議案第１００号及び第１０１号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

地方自治法(抜粋) 

 (公の施設の設置、管理及び廃止) 

第244条の2第1項～第5項 （略） 

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公

共団体の議会の議決を経なければならない。 

7～11 （略） 



議案第１０２号 

   字の区域の変更について 

 次のとおり字の区域を変更したいので、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

  令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

変 更 前 変 更 後 

大字 字 地番 大字 字 

玉瀬 桃堂 ２７の１の一部 ２２の９の一部 玉瀬 道別 

茶屋ノ下 １０の１ １１の１の一部 １２の一部 

１３ １４の一部 １６の一部 

 辻ケ平井 

辻ケ平井 １４の一部 １５の一部 １５の２  茶屋ノ下 

持田 ３の１の一部 ４の１の一部   

茶屋ノ下 ６の３の一部 ８の１の一部 ９の１の

一部 ９の２ ２０の１の一部 ２０の

２の一部 ２１の１の一部 ２１の２ 

 持田 

樽池 ８の１の一部 ８の２の一部 １０の１

の一部 １０の２ １１の１の一部

１１の２ １２の１の一部 １２の２ 

１３ １４の１ １４の２ １５から

１８まで １９の１ １９の２ ２０の

１ ２０の２ ２１の１ ２１の２ 

  

北谷 ８から１０までの各一部 １１ １２ 

１２の１ １２の２の一部 １３の１か

ら１３の３まで １４の１ １４の２ 

１５の１から１５の３まで １６の１か

ら１６の４まで １７の１ １７の２ 

  

 口中山 ７の一部 ７の１ ８の２から８の５ま

で ９の１の一部 ９の３ １０の１の

一部 １０の３ １１の一部 １２の一

部 

 奥中山 



 北谷 ３の一部   

 口中山 ７の一部 ９の１の一部 １０の１の一

部 １１の一部 １２の一部 １３

○１４ 

 北谷 

 奥中山 １２の一部 １３ １３の１ １８から

２０までの各一部 ２１から２３まで 

  

 飛カス上 ２３の１の一部 ２３の３ ２３の４の

一部 

 飛カス道下 

境野 鳶ケ巣 １８の２の一部 ２１ ２３の一部  

 下坂井 １８の２ １９ ２０の３から２０の５

までの各一部 

 登屋ケ谷 

  １７  細尾 

玉瀬 登屋ケ谷 ３の一部 １０の一部 境野 下坂井 

 川端 ２３の１ 玉瀬 平田 

 四十八 １３の一部 １５の１の一部 １５の２

の一部 １６の１から１６の４まで○

１７ １８の１の一部 １８の２の一部

○２２の一部 ２３ ２４ ２５の一部

○２６の１ ２６の２ 

 樋口 

 乾垣内 ７の１の一部 ７の２の一部 １７の一

部 １８の一部 

  

  ２６の一部  四十八 

 四十八 ２５の一部  乾垣内 

 古野平井 １の８ １の３４   

 樋口 １７の２の一部 １８の１の一部 １８

の４の一部 １８の５ 

  

  ８の１から８の３までの各一部 １０の

１の一部 １０の２の一部 １１の２の

一部 

 新開 

 助右ヱ門西 ３の２の一部 ４の１の一部 ４の２の

一部 ５の一部 ６の一部 ８の一部 

  



９の一部 １２の一部 

 樋口 １８の１の一部 １８の３の一部 １９

の２ 

 助右ヱ門西 

 乾垣内 ４の２の一部 ５の１の一部 ５の２ 

６の一部 

 水上 ３４の一部 下池垣内 

 津賀 ３４の１ ３４の６   

 タワ １４の一部  水上 

 水上 ２０の一部  タワ 

 上記及び次に掲げるもののほか、変更前の区域に隣接介在する道路及び水路である

公有地の一部は、変更後の区域に編入する。 

 (１) 大字玉瀬字茶屋ノ下２０の２の地先の道路である公有地の一部は、大字玉瀬

字樽池に編入する。 

 (２) 大字境野字鳶ケ巣２２に隣接する水路である公有地の一部は、大字玉瀬字飛

カス道下に編入する。 

 (３) 大字玉瀬字牛クラヒ１４の１に隣接する道路である公有地の全部は、大字玉

瀬字横道下に編入する。 

 (４) 大字玉瀬字乾垣内１に隣接する大字玉瀬字助右ヱ門西の水路である公有地の

一部は、大字玉瀬字乾垣内に編入する。 

 備考 地番は、令和元年（２０１９年）５月７日現在の地番である。 



議案第１０２号 

   字の区域の変更について 

   地方自治法(抜粋) 

(市町村区域内の町又は字の区域) 

第260条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは

字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変

更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 

2・3 （略） 

 



議案第１０３号 

土地改良事業の施行について 

土地改良法に基づく土地改良事業を次のとおり行おうとするので、同法第９６条の２

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

                        宝塚市長 中 川 智 子 

 

１ 事業名  農村地域防災減災事業 ため池整備工事井手池地区 

２ 事業計画の目的及び効果 

井手池の堤体及び取水施設、洪水吐の改修により、堤体の決壊を未然に防止し、災

害に対する地域住民の不安を解消するとともに、農業用水の安定的確保を図る。 

３ 事業の施行に係る地域の所在 

  宝塚市境野字井手３番 

４ 事業の期間  令和２年度（２０２０年度）から令和４年度（２０２２年度）まで 

５ 費用の概算  ￥４０，０００，０００.- 

 



議案第１０３号 

   土地改良事業の施行について 

   土地改良法(抜粋) 

(土地改良事業の開始) 

第96条の2 市町村は、土地改良事業計画を定めて土地改良事業を行うことができる。 

2 前項の規定により土地改良事業計画を定めるには、市町村は、あらかじめ、当該市町村の議

会の議決を経て、土地改良事業の計画の概要(2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、

その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を

定め、その計画の概要(全体構成を定める場合にあつては、その全体構成を含む。)その他必要

な事項を公告して、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有

する者の3分の2(2以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、

その施行に係る地域内にある土地につき同条に規定する資格を有する者の3分の2)以上の同意

を得、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその地区の全部又は一部と

する土地改良区があるときは、その土地改良区の同意をも得なければならない。 

3～7 （略） 

 



議案第１０４号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4523   4523号線 

起   

点 
平井6丁目70番24 

 ｍ 
 

166.35 

ｍ 

最大 6.20 
 

最小 6.00 
終 

点 
平井6丁目70番36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１０５号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4524 4524号線 

起   

点 
仁川清風台5番33 

 ｍ 
 

122.25 

ｍ 

最大6.00 
 

最小6.00 
終 

点 
仁川清風台5番50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



議案第１０６号 

市道路線の認定変更について 

 次のとおり市道路線を認定変更しようとするので、道路法第１０条第３項の規定により、

議会の議決を求める。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4317 4317号線 

変

更

前 

起

点 
山本丸橋1丁目62番6 

 ｍ 
 

86.00 

ｍ 

最大 6.00 
 

最小 5.30 
終

点 

山本丸橋1丁目57番

10 

変

更

後 

起

点 
山本丸橋1丁目57番1 

 ｍ 
 

145.25 

ｍ 

最大 6.00 
 

最小 5.30 
終

点 
山本丸橋1丁目55番2 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



議案第１０７号 

市道路線の全部廃止について 

 次のとおり市道路線の全部を廃止しようとするので、道路法第１０条第３項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

631   631号線 

起   

点 
旭町1丁目90番 

 ｍ 
 

18.00 

ｍ 

最大 0.90 
 

最小 0.90 
終 

点 
旭町1丁目91番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１０４号から第１０７号まで 

   市道路線の認定、認定変更及び全部廃止について 

   道路法(抜粋) 

 (市町村道の意義及びその路線の認定) 

第8条 第3条第4号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認

定したものをいう。 

2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町

村の議会の議決を経なければならない。 

3～5 （略） 

 (路線の廃止又は変更) 

第10条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供す

る必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができ

る。路線が重複する場合においても、同様とする。 

2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定

しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。 

3 第7条第2項から第8項まで及び前条の規定は前2項の規定による都道府県道の路線の廃止又は

変更について、第8条第2項から第5項まで及び前条の規定は前2項の規定による市町村道の路線

の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 



議案第１０８号 

宝塚市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

宝塚市教育委員会の委員４人のうち１人の任期が、令和元年１１月１４日をもって満了

するため、次の者を委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

令和元年（２０１９年）９月２日提出 

宝塚市長 中 川 智 子   

 

宝塚市教育委員会委員に任命しようとする者 

住 所  ああああああああああああ 

氏 名  篠 部 信一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１０８号 

宝塚市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

宝塚市教育委員会委員に任命しようとする者 

住 所  ああああああああああああ 

氏 名  篠 部 信一郎 

生年月日  あああああああああ 

学  歴    あああああああああ卒業 

職  歴    平成 9年 4月  兵庫医科大学第三内科入局 

平成11年 5月  篠部医院勤務 

平成15年 5月  篠部医院院長 

        現在に至る。 

平成16年 4月  宝塚市介護認定審査会委員 

        現在に至る。 

        宝塚市立売布小学校学校医 

        現在に至る。 

平成24年 4月  一般社団法人宝塚市医師会理事 

平成27年11月  宝塚市教育委員会委員 

        現在に至る。 

平成30年 5月  一般社団法人宝塚市医師会副会長 

        現在に至る。 

  

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋) 

 (任命) 

第4条 （略） 

2 委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文

化（以下単に「教育」という。）に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、

議会の同意を得て、任命する。 

3～5 （略） 

(任期) 

第5条 教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

2 教育長及び委員は、再任されることができる。 

 


